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はじめに 

○ 2010 年 11 月にＮＴＴから示された「ＰＳＴＮマイグレーションについて～概括的展望

～」を受けて、本審議会は、ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行に関する考え方等を整理

し、2011 年 12 月に必要な対応等について提言した 1。 

○ 2015 年 11 月、ＮＴＴから、上述の「概括的展望」を更新する形で、「固定電話の今後

について」が発表された。この発表は、加入電話の契約数等が減少し 2、電話サービスの

ために用いられている公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の設備（中継交換機・信号交換機）が

2025 年頃に維持限界を迎えるとして、今後、ＰＳＴＮを順次ＩＰ網（ＮＧＮ）に移行す

る構想を示したものである。 

○ ＮＴＴ東日本・西日本のＰＳＴＮは、我が国の基幹的な通信インフラであり、また、Ｉ

Ｐ電話や携帯電話を含む事業者間の通話を媒介する機能や多くの事業者が事業展開する

ための競争基盤を提供していることから、移行後のＩＰ網の姿や移行の在り方は利用者や

事業者に大きな影響を与えるものと想定される。 

○ こうした点に加え、移行まで残された期間が少なくなっている現状を踏まえ、移行後の

利用者サービスや競争環境の在り方を検討し、円滑な移行に向けた具体的なスケジュール

や作業工程等を明らかにしていく必要がある。 

○ 以上の認識のもと、昨年２月に総務大臣から本審議会に対し「固定電話網の円滑な移行

の在り方」について改めて諮問がなされたことを受け、電気通信事業政策部会（電話網移

行円滑化委員会）において具体的な検討を進めてきた。 

○ 本報告書においては、１次答申に向け、「移行後のＩＰ網のあるべき姿」についての基

本的な考え方や移行に伴い生じる各種個別課題への対応について整理を図る。 

 

  

                                            
1 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（2011 年 12 月 20 日、情報通信審議会）。本答申において

は、ＮＴＴ東日本・西日本の計画の継続的な検証と必要に応じた見直し、利用者対応（ＮＴＴ東日本・西日本の個別サ

ービスについての廃止の有無・時期・代替サービス等の速やかな情報提供等）、事業者対応（ＰＳＴＮでの競争環境の維

持､ＮＧＮでの競争環境の整備、番号ポータビリティの実現等）、フォローアップ（競争環境の注視、新たな課題への検

討、関係者からの状況聴取等）について、考え方や必要な対応等をまとめている。 
2 ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話・ＩＳＤＮ電話の契約数は、減少傾向にあり、現在 2,250 万件（2016 年３月末）とな

っている。 
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１．基本的な考え方 

○ ＮＴＴ東日本・西日本のＰＳＴＮは、主に、①基本サービス等（通話の発着信、緊急通

報、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）を含む。）を自社ユーザ向けに提供、②競争

基盤（マイライン機能、中継選択機能を含む。）を競争事業者向けに提供、③交換機を介

して事業者間の通話を媒介する「ハブ機能」を自社ユーザ及び接続事業者向けに提供する

という役割を担っている。 

○ 現在、携帯電話やブロードバンドなど多様な通信手段の利用が進んでいるが、全国あま

ねく提供され、拡大傾向にある０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話（光ＩＰ電話を含む）3を含め約 5,600

万件 4の契約を有する固定電話は、地域の住宅・事業所（ビジネス・学校・公共機関等）

といった拠点との基本的な通信のための手段であり、社会経済活動に不可欠な基盤として

ＩＰ網への移行後も必要とされるものである。 

○ こうした基盤の提供とあわせ、ＩＰ網の特性を活かし、距離に依存しない低廉な電話サ

ービスが利用可能になるとともに、アクセス回線の光化の進展と相まってブロードバンド

等の高度で多様なサービスが利用者に対し提供されるものと考えられ、こうしたＩＰ網へ

の移行の意義を最大限活かすことにより移行の円滑化が一層図られることが期待される。 

○ 本委員会においては、ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行に向けて、「ＮＴＴ東日本・

西日本のＰＳＴＮの役割」、「ネットワーク構造の変化」、「技術・市場の動向」等を踏まえ

つつ、2011 年 12 月の情報通信審議会（情通審）答申で示した「継続性」「予見性・透明

性」「発展性・柔軟性」に、「経済性・簡便性」を加えた４つの基本的視座に基づき、個別

課題の検討を進めてきた。 

○ 本報告書においては、こうした検討を踏まえ、固定通信市場において拡大傾向にある０

ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話（光ＩＰ電話を含む）や光ブロードバンド 5への移行を見据えた競争環

境整備を促進する一方、移行に直ちに対応できない利用者に対しては適切な補完的措置を

一定期間提供することにより、移行によるメリットを最大化し、想定されるデメリットを

最小化するべく、政策の方向性や講ずべき施策等をとりまとめる。 

○ 本報告書においては、「利用者」6と「事業者」7の以下のような視点からの移行の円滑

化を重視して、各個別課題に関する具体的方向性等を整理することとする。 

・「利用者」が、予見可能性を持ち、かつ安心して、移行先のＩＰ網において良質・低

廉で多様なサービスを自由に選択できるようにすること 

                                            
3 ０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話の利用番号数は 3,075 万件（2016 年３月）。 
4 2016 年３月末現在 
5 固定系ブロードバンド契約数は 3,781 万件（このうちＦＴＴＨ契約数は 2,787 万件）（2016 年３月末）。 
6 電気通信サービスを利用している個人又は法人・団体 
7 ＮＴＴ東日本・西日本その他の電気通信事業者 
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・「事業者」が、整備された公正な競争環境下で、予見可能性を持ちながら、移行先の 

ＩＰ網において良質・低廉で多様なサービスを自由に提供できるようにすること。こ 

れにより、「利用者」がこうしたサービスを自由に選択できるようになること 

○ なお、中継交換機・信号交換機が維持限界を迎えるとされている 2025 年頃までを見据

えた具体的な移行のスケジュール、作業工程等については、２次答申（最終形に向けた円

滑な移行の在り方）に向けた検討においてさらに具体化を図ることにより、移行の取組を

手戻りなく円滑に進めることが必要である。 

 

（１）「利用者対応」として求められる要素 

① ＩＰ網への移行の意義 

 ＩＰ網への移行により、距離に依存しない低廉な電話サービスが利用可能となるとと

もに、アクセス回線の光化の進展と相まってブロードバンド等の高度で多様なサービス

が利用者に対し提供される。 

（個別項目） 

   ・ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

 

② 固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

   利用者に対して現在の加入電話と同等水準での固定電話サービスが安定的に提供さ

れるよう、メタルＩＰ電話等についての信頼性・品質、ユニバーサルサービス、料金水

準を確保する。 

（個別項目） 

 ・ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

  ・ 「ユニバーサルサービス」への影響 

  ・ 利用者料金規制の在り方 

 

③ 移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

   移行に伴い終了するサービス等（例：ＮＴＴ東日本・西日本が提供する「ＩＮＳネッ

ト（ディジタル通信モード）」）に関する対応を整理し、他の事業者によって十分に提供

されないような電気通信サービスへの対応に関するルールを整備することにより、利用

者に対するサービス提供の継続性と予見可能性を確保する。 

（個別項目） 

  ・ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 
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（２）「事業者対応」として求められる要素 

④ ＮＧＮの接続ルールの整備 

   個別機能のアンバンドルや網機能の情報開示を促進し、ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧ

Ｎ上で多様な事業者による新たなサービス提供を可能とすることにより、公正な競争環

境を確保する。 

   事業者のＩＰ網同士の接続に必要となる「電話を繋ぐ機能」の在り方、ＮＴＴ東日本・

西日本のコア網（ＮＧＮ）の位置づけ等を整理し、2020 年以降のＩＰ-ＩＰ接続への円

滑な移行を促進する。 

（個別項目） 

  ・ ＮＧＮの位置づけ 

  ・ ＮＧＮの競争環境整備 

  ・ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

  ・ ＮＧＮの県間伝送路の役割 

 

⑤ ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

   ＩＰ網への移行に伴い、固定電話の「双方向番号ポータビリティ」を早期に導入する

ことにより、公正な競争環境を確保し、利用者利便の更なる向上を図る。 

   マイライン機能や中継選択機能が果たしてきた役割（競争基盤の提供やユーザによる

事業者選択の確保）を今後とも確保するとともに、接続事業者の顧客基盤の維持に配慮

する観点から、その提供の在り方について整理する。 

   現在は携帯電話事業者が設定し高額な傾向となっている固定電話発・携帯電話着の利

用者料金の在り方について、事業者間の検討を進める。 

（個別項目） 

  ・ 固定電話の「番号ポータビリティ」の扱い 

  ・ マイライン機能・中継選択機能の扱い 

  ・ 固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定事業者の在り方 

 

⑥ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

移行先のアクセス回線におけるサービスの競争環境整備を行うとともに、接続事業者

に対する情報開示等を進めることにより、需要減少が見込まれるメタル市場での適切な

事業判断を促しつつ、メタル回線から光回線への円滑な移行を促進する。 

（個別項目） 

  ・ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備  
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２．ＩＰ網への移行の意義 

２．１ ＩＰ網への移行の意義や移行に係る情報の開示 

２．１．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ 2015 年 11 月にＮＴＴが示した構想 8において、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行にあ

たり、以下の考えを示している。 

① 基本的な音声サービスは利用可能 

② 利用者宅での工事は不要で、電話機等はそのまま利用可能 

③ 基本料は可能な限り現状と同等の水準を維持（既存のメタルケーブルを継続利用） 

④ 通話料は、距離に依存しないＩＰ網の特性を活かし、より使いやすい料金に 

⑤ 2025 年頃に中継交換機・信号交換機が維持限界を迎える中、ＩＰ網への移行時期

については、関係事業者との対応を踏まえて別途公表 

○ 同構想では、固定電話サービスを維持する観点から、メタルケーブルを継続利用す

ることを前提に、メタルＩＰ電話への移行に重点を置いた考え方となっている。 

○ 他方、同構想では、2016 年３月末現在ですでに契約数が約 3,000 万件を超えてい

る０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話（光ＩＰ電話を含む）への移行の促進については言及されて

おらず、また、メタルＩＰ電話についてもその提供条件や詳細な設備構成が明らかに

されていない。 

○ 固定電話以外のサービスについても、ＩＰ網への移行に伴い、サービスが廃止され

る場合、既存の利用者は、ＩＰ網を活用した代替サービスを新たに利用することとな

り、また、ＰＳＴＮの存在を前提としてサービスを提供しているＮＴＴ以外の事業者

においても、何らかの対応が必要となる 9。 

 

２．１．２ 具体的方向性（考え方） 

○ ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行を図るためには、ＩＰ網への移行の意義に関す

る理解を醸成するとともに、必要な情報を開示することにより、積極的な移行の流れ

を生み出すことが重要となる。 

                                            
8 ＮＴＴ「「固定電話」の今後について｣（2015 年 11 月６日公表） 
9 移行に伴い終了するサービス等の扱いについては、第４章（P.13～20）を参照 
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○ この点に関しては、以下のような取り組みが必要となる。 

① 移行の意義  

事業者は、ＩＰ網への移行から生まれるメリットを最大化するべく、ＩＰ網の特

性（距離に依存しない通話料、交換機よりも安価なＩＰルータ等で構成、音声だけ

でなく、動画・テキスト等の様々なデータ通信と共用等）を活かした多様なサービ

スの提供に努め、ＮＴＴ東日本・西日本は、これに加え、こうした多様なサービス

が提供されるよう、他の事業者に対して競争基盤の提供を行う。事業者と行政は、

こうした取り組みも踏まえつつ、互いに連携し、ＩＰ網への移行の意義・メリット

に関して広く国民への周知に努め、円滑な移行を促す。 

② 移行に係る情報の開示  

ＮＴＴは、メタルＩＰ電話の提供条件と詳細な設備構成についてできる限り速や

かに開示する。また、メタル電話からメタルＩＰ電話への移行に留まらず、光ＩＰ

電話への移行をも視野に入れた取り組みを進めるとともに、具体的な移行工程・移

行スケジュールの案をできる限り速やかに開示し、他の事業者と協議を進める。行

政は、事業者間協議を促進し、その結果も踏まえつつ、利用者や事業者の予見可能

性を確保し、円滑な移行を実現する観点から、具体的な移行工程・移行スケジュー

ルを整理し、広く国民への周知に努めるとともに、必要な制度の整備を行う。 
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３．固定電話サービスの信頼性・品質、提供エリア、料金水準の確保 

３．１ 信頼性・品質の確保（技術基準等） 

３．１．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ 現行の電気通信事業法では、公正な競争環境の確保とともに、国民生活や社会経済

活動の重要基盤である電気通信サービスが安定かつ確実に提供されるよう、「信頼性」

や「品質」等の観点から通信設備に一定の規律（技術基準）を課すこと等により、利

用者利益の保護が求められている 10。 

○ ＩＰ網への移行等に伴い、光回線に加えてメタル回線もＮＧＮに収容されることと

なり、ＩＰ網同士が直接接続されることとなるなど、通信ネットワークの構造に大き

な環境変化が想定され、これに対応した設備規律（技術基準）を適切に確保する必要

がある。 

○ 設備規律（技術基準）においては、ＩＰ網の特性も勘案しつつ、 

① 東日本大震災 11や熊本地震をはじめとする大地震や台風・豪雨・土砂災害・豪雪

など近年の非常災害への対応及び今後の備えも踏まえると、国民生活や社会経済活

動に支障を及ぼさないよう、ＩＰ網への移行後も引き続き電気通信サービスの「信

頼性」を十分に確保すること 

② 現在ＰＳＴＮにより提供されている「固定電話」については、国民生活や社会経

済活動に不可欠な基盤として日本全国あまねく提供されているサービスであり、Ｉ

Ｐ網への移行後も引き続き、「固定電話」としての「品質」を十分に確保すること 

が重要である。 

○ また、メタルアクセス回線を利用する「メタル電話」と「メタルＩＰ電話」につい

                                            
10 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者等は、「電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令（事業用電気

通信設備規則）で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」と規定されており、また、その技術基準は、

「電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること」、「電気通信役務

の品質が適正であるようにすること等が確保されるものとして定められなければならない」と規定されている。（電気通

信事業法第 41 条） 

また、各電話用設備について、それぞれの特性に応じた「品質基準」（接続品質（共通）、通話品質（メタル電話）、総

合品質・ネットワーク品質（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）等）や「損壊・故障対策」（予備機器、停電対策、大規模災害対策、

異常ふくそう対策、防護措置等）等が規定されている。（事業用電気通信設備規則第４条等） 
11 東日本大震災の発生により、通信サービスにおいて広範囲にわたりふくそうや途絶等の問題が生じたこと等を踏まえ、

電気通信設備の安全・信頼性対策の強化に向けた方策を検討し、停電対策、中継伝送路切断等の対策、津波・冠水対策等

に係る技術基準に反映するため、事業用電気通信設備規則の改正（2012 年７月）を行った。 
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ては局給電が可能であるが 12、光アクセス回線を利用する「光ＩＰ電話」については

局給電ができないことについて 13、これが利用者に十分に浸透していないことも含め

て、停電時における通信手段の確保についての課題がある。 

【図：電気通信事業法（事業用電気通信設備規則）に基づく電気通信設備の技術基準の概要】 

 
 

３．１．２ 具体的方向性（考え方） 

○ ＩＰ網への移行に伴い、電気通信サービスの「信頼性」や「品質」等を確保するた

めに新たな課題が生じる場合には、公正な競争環境を確保しつつ、必ずしも事業者の

経済合理性の視点のみならず、確保すべき利用者利益も十分に勘案して、必要な設備

規律（技術基準）の新たな整備や、利用者への説明・周知・対応方策の提供等が十分

に図られるための措置等が必要となる。 

○ ＩＰ網への移行に伴う技術基準等についての考え方は以下のとおりである。 

                                            
12 ＰＳＴＮにおいては、ＮＴＴ東日本・西日本の交換機からメタルアクセス回線を通じて固定電話端末に電力が供給され

ており（局給電）、ＩＰ網への移行後も、ＮＴＴ東日本・西日本のメタル収容装置からメタルアクセス回線を通じて局給

電する機能は維持されるため、「メタル電話」と「メタルＩＰ電話」については、停電時においても通話が可能となる（た

だし、メタルアクセス回線を利用する場合であっても、固定電話端末が対応していなければ、「局給電」機能を利用する

ことは不可能である。）。 
13 光アクセス回線を通じた局給電ができないため、「光ＩＰ電話」については、停電時に通話を行うためには、固定電話

端末等にバックアップ用電源から給電することが必要である。 

アナログ
電話用設備

上記以外の設備※１

○予備機器

○停電対策

○大規模災害対策

○異常ふくそう対策

○防護措置 等

○大規模災害対策

○異常ふくそう対策

○防護措置 等

総合デジタル
電話用設備

0AB-J IP
電話用設備

携帯電話用設備
及びPHS用設備

その他の音声伝
送役務の提供の
用に供する設備

高い品質基準

損壊・故障対策 品質基準

自主基準※２

規定なし

最低限の品質基準

※１ データ伝送役務の提供の用に供する設備等が該当（NTT東日本・西日本が提供するINSネット（ディジタル通信モード）及びひかり電話データコネ
クト用の設備も本分類に該当）。

※２ 携帯電話については、電波の伝搬状態に応じて通話品質が影響を受けることを考慮し、基準を一律に定めるのではなく、自主基準としている。

［通信の秘密］
○通信内容の秘匿措置

○蓄積情報保護

［他者設備の損傷防止］

○損傷防止

○機能障害の防止

○漏えい対策

○保安装置

○異常ふくそう対策

［責任の分界］

○分界点

○機能確認

通信の秘密
他者設備の損傷防止
責任の分界
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［基本的方向性］ 

・ 安定的な通信を提供し、国民生活に深く浸透している固定電話サービスについて

は、ネットワークがＩＰ網に移行しても、利用者の立場から見た場合には安全・信

頼性確保の重要性は従来と変わるものではない。したがって、ＩＰ網への移行を契

機として固定電話サービスの現行の信頼性や品質等の水準を変更する特段の必要

性は生じない。 

 ［メタルＩＰ電話］ 

・ メタルＩＰ電話のアクセス回線部分の信頼性や品質等については、移行後もメタ

ル回線が維持されることを踏まえ、「局給電」機能を含め、現行のメタル電話と基

本的に同等の技術基準を適用することが適当である。 

  ・ メタルＩＰ電話のアクセス回線以外の部分の信頼性や品質等については、現行の

メタル電話と同等の機能を有する光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）と基本的に

同等の水準を確保することが適当である。 

 ［回線保留機能］ 

・ 緊急通報 14に関し、メタルＩＰ電話では、緊急通報受理機関側から通話を切断し

ない限り通話を継続する機能（いわゆる「回線保留機能」）の実現が困難 15である

が、携帯電話や光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）と同様に緊急通報受理機関側

に送信した電話番号による呼び返し機能（いわゆる「コールバック機能」）での対

応は可能である。緊急機関等の要請や現行の技術基準を踏まえ、メタルＩＰ電話に

も、緊急通報受理機関側から通話を切断しない限り通話を継続する機能又は緊急通

報受理機関側に送信した電話番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能の具

備を義務付けることが適当である。 

 ［光ＩＰ電話］ 

・ 光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）の信頼性や品質等については、ＩＰ網への

移行に伴いネットワーク設備等に特段の状況の変化があるものではないことから、

現行の技術基準の水準を変更する必要はない。 

 ［電話を繋ぐ機能］ 

・ ＩＰ網への移行後の電話サービスの信頼性や品質を確保するために、「電話を繋

                                            
14 各電話用設備に対し、緊急通報を取り扱う際には、「管轄の緊急通報受理機関（警察機関、海上保安機関、消防機関）

へ接続する機能」、「発信者の位置情報等を通知する機能」、「「緊急通報受理機関側から通話を切断しない限り通話を継続

する機能又は緊急通報受理機関側に送信した電話番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能」を備えることが規定さ

れている。（事業用電気通信設備規則第 35 条の２、第 35 条の６） 
15 メタルＩＰ電話では、回線保留状態で通報者が受話器を下ろしている時に緊急通報受理機関側から着信音を鳴らすこと

ができる機能（いわゆる「逆信機能」）の実現も困難である。 
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ぐ機能」について、現行の技術基準も踏まえて適切な技術基準を規定する必要があ

る。また、同機能を担う設備（ルータやＳＩＰサーバ等）の運用・保守等について

も、信頼性の確保等の適切な対応がなされるよう、技術基準等の規律をかけて担保

するべきである。 

  ・ 「電話を繋ぐ機能」により相互に接続されたネットワークにおいて、End-to-End

を含め適切な信頼性及び品質等が確保されるよう、技術基準等の規律の在り方を検

討するべきである。 

 ○ ＩＰ網への移行に伴う技術基準等については、上記の考え方に基づき、「電話を繋

ぐ機能等ＷＧとりまとめ」及び本委員会での検討状況を踏まえつつ、専門的・技術的

見地から、情通審（情報通信技術分科会ＩＰネットワーク設備委員会）において詳細

な検討を行うことが適当である 16。総務省においては、その検討結果を踏まえて制度

整備を行う必要がある。 

○ また、移行後のＩＰ網における局給電に関する課題に対応して、利用者保護の観点

から、米国の事例 17も参考に、停電時の電話利用における電源確保や利用者への説

明・周知等についての適切な規律を課すことが必要である。 

  

３．２ 「ユニバーサルサービス」への影響 

３．２．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ 電気通信分野のユニバーサルサービスは、現行の電気通信事業法において「国民生

活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役

務」と定義されており 18、①国民生活に不可欠なサービスであること、②誰もが利用

可能な料金で利用できること、③地域間格差なくどこでも利用可能であること、とい

う特性が求められ、現在は「アナログ電話 19」「第一種公衆電話」「緊急通報」等が対

象となっている。 

                                            
16 情報通信審議会情報通信技術分科会ＩＰネットワーク設備委員会において、固定電話網のＩＰ網への移行、昨今のネッ

トワーク技術の進展等を踏まえ、「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」（2005 年 10 月 31

日付け情報通信審議会諮問第 2020 号）のうち「固定電話網のＩＰ網への円滑な移行等に向けた電気通信設備に係る技術

的条件」について検討を行っているところ。第 31 回ＩＰネットワーク設備委員会（2016 年 12 月 13 日）から検討を開始

し、2017 年７月頃の答申を予定。 
17 米国においては、ＦＣＣの緊急通報確保命令により、住宅用の固定系音声役務であって、局給電されない役務を提供す

る電気通信事業者に対し、時限的な措置として、契約時において、利用者の任意及び費用負担の下で、停電時に緊急通報

へのアクセスを少なくとも８時間確保するためのバックアップ用電源の利用の選択肢を利用者に提供すること等を義務

付けている。 
18 電気通信事業法第７条 
19 アナログ電話の提供事業者による加入電話相当の光ＩＰ電話（音声単独メニューのみ）も対象。 
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○ 2014 年 12 月の情通審答申 20においては、「現在、基礎的な音声通信サービスとして

位置づけられている固定電話を、当分の間、ユニバーサルサービス制度により維持し

ていくことが適当」との考えが示されている。 

 

３．２．２ 具体的方向性（考え方） 

○ 固定電話は、社会経済活動に不可欠な基盤であり、ＩＰ網への移行を円滑に進める

ためにも、ＮＴＴ東日本・西日本が提供するメタルＩＰ電話 21は、ユニバーサルサー

ビスとして位置づけることが適切であり、品質等の技術基準の設定について検討する

ことが必要である。 

○ メタルＩＰ電話のアクセス回線 22の範囲については、加入電話のそれと同じように、

加入者宅から収容局までを結ぶ回線として捉え、今後のユニバーサルサービスについ

ても、これを中核に捉えていく必要がある。 

〇 今後の検討のため、ＮＴＴ東日本・西日本においては、メタルＩＰ電話に関するア

クセス回線を含めた詳細な設備構成を早急に明らかにすべきである。 

○ 関連して、光ＩＰ電話の提供について、ブロードバンドサービスとしての包括的な

提供ではなく、音声電話のみの提供の可能性等、今後の見通しについて明確でないと

ころもあるところ、こういった点に関して、今後さらに論点を整理していくことが必

要である。 

 

３．３ 利用者料金規制の在り方 

３．３．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

  ○ 現行の電気通信事業法において、ＮＴＴ東日本・西日本が提供する指定電気通信役

務のうち、「その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい

もの」の料金については、特定電気通信役務として、プライスキャップ規制（上限価

格方式規制）が適用されており 23、現在、「加入電話」「ＩＳＤＮ」「公衆電話」の料

金が対象となっている。 

                                            
20 「2020 年代に向けた情報通信政策の在り方」答申（2014 年 12 月 18 日 情報通信審議会） 
21 「第一種公衆電話」及び「緊急通報」を含む。 
22 加入者宅から加入者交換機までを結ぶ回線。 
23 電気通信事業法第 21 条 
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  ○ プライスキャップ規制は、料金水準の上限（基準料金指数）を定めることにより、 

ＮＴＴ東日本・西日本に経営効率化努力のインセンティブを付与しつつ、料金の低廉

化を目的とし、基準料金指数を超える料金の設定については、総務大臣の認可が必要

である。 

  

 ３．３．２ 具体的方向性（考え方） 

  ○ ＩＰ網への移行に伴い、ＮＴＴ東日本・西日本が今後提供する「メタルＩＰ電話」

は、利用者の利益に及ぼす影響が大きい固定電話サービスとして現在の加入電話と同

様の性格を有するものと考えられる。このため、メタルＩＰ電話（ＩＳＤＮ電話及び

公衆電話も含む）を特定電気通信役務として位置づけ、現行の加入電話と同等の利用

者料金規制（プライスキャップ規制等）を課すことが適当である。 

○ 加入電話の移行先として今後も契約数の増加が見込まれる光ＩＰ電話については、

利用者の数、範囲等からみた利用者利益の影響を踏まえつつ、現行の加入電話と同様

に、特定電気通信役務の対象として位置づけ、プライスキャップ規制を課す必要があ

るか、検討が必要である。  

○ なお、光ＩＰ電話については、ブロードバンド（ＦＴＴＨ）契約に重畳して提供さ

れるサービスであり、光ＩＰ電話についてプライスキャップ規制を課す場合には、サ

ービスのベースとなっているブロードバンド（ＦＴＴＨ）サービスについても特定電

気通信役務の対象としてプライスキャップ規制を課す必要があるか、あわせて検討が

必要である。 
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４．移行に伴い終了するサービス等に関する利用者利益の保護 

４．１ 移行に伴い終了するサービス等の扱い 

４．１．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ ＮＴＴ東日本・西日本は、ＰＳＴＮで提供している基本的な音声サービス等につい

てはＰＳＴＮからＩＰ網への移行後においても提供を継続していく考えを示してい

る。その一方で、同社ＩＰ網での提供が困難なサービスや利用減少が見込まれるサー

ビスについては、ＩＰ網への移行に合わせて提供を終了する考えを表明している 24。 

【図：ＮＴＴ東日本・西日本が移行に伴い提供を終了すると表明しているサービス】 

 

○ 例えば、ＮＴＴ東日本・西日本が提供するＩＳＤＮサービスである「ＩＮＳネット」

は、電話回線を介して、音声通話モード・ディジタル通信モード・パケット通信モー

ドの３つのモードによる通信を可能とするサービスであるが 25、ＮＴＴ東日本・西日

本は、そのうちディジタル通信モード（以下｢ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）｣）

                                            
24 第１回電話網移行円滑化委員会合同ヒアリング（2011 年６月 10 日）ＮＴＴ東日本・西日本提出資料。 
25 「ＩＮＳネット」は、ＮＴＴ東日本・西日本が提供するＩＳＤＮサービスであり、「第１種総合ディジタル通信サービ

ス（ＩＮＳネット 64、ＩＮＳネット 64・ライト）」と「第２種総合ディジタル通信サービス（ＩＮＳネット 1500）」の２

種類がある。例えば、「ＩＮＳネット 64、ＩＮＳネット 64・ライト」については、１本の契約者回線（メタリックケーブ

ル１対）で２つの情報チャネル（Ｂチャネル:64kbps）と１つの信号チャネル（Ｄチャネル:16kbps）を有するサービスで

あり、利用者の利用形態に合わせ、電話とインターネット、電話とファクス等、２チャネルを同時に利用することができ

る。なお、パケット通信モードを利用するにはＮＴＴコミュニケーションズとの契約が必要となる。 

サービス名 サービス概要
契約数等(東西計)

2016年3月末

ＩＮＳネット(ディジタル通信モード) 電話回線を介して、デジタル通信・パケット通信が可能なサービス 256(万回線)

ビル電話 内線通話や短縮ダイヤル等の各種付加機能をＮＴＴの交換機側で提供するサービス 2.8(万加入)

着信用電話 着信のみ可能な電話サービス 3.8(万契約)

支店代行電話 契約者が指定する地域の電話番号を付与し、その番号にかかってきた電話を事務所等に接続するサービス 300(回線)

有線放送電話接続電話 有線放送電話設備とＮＴＴ交換設備との間に電気通信回線を設置し、同一ＭＡ内の通話を可能とするサービス 6(回線)

ピンク電話 硬貨収納等のために必要な信号を送出する機能 17(万回線)

短縮ダイヤル 契約回線を介して予め交換機に登録した電話番号について、2桁の簡易発信を実現するサービス 6.1(万契約)

キャッチホン・ディスプレイ 最初の着信だけでなく、通話中に着信があった場合にも割込者の電話番号をディスプレイに表示するサービス 4.9(万契約)

ナンバー・アナウンス 「136」をダイヤルすると、着信した呼の日時と電話番号を5件まで案内するサービス 2.4(万契約)

でんわばん 1契約で複数着信に対し時間外案内等を実現するサービス 1.8(万契約)

トーキー案内 録音再生装置を電話網に接続し、電話回線を介した情報案内を実現するサービス 285(音源回線)

発着信専用 電話回線からの操作で、契約回線を発信専用又は着信専用に設定する機能 2.8(万契約)

ノーリンギング通信 電話回線を介して無鳴動で呼出、ｾﾝﾀﾕー ｻ゙ から各家庭に設置されているﾒー ﾀを効率的に検針することができるｻー ﾋ゙ ｽ 400(回線)

二重番号 電話番号(主)に電話番号(副)を付与し、電話機の操作により主で不在ﾒｯｾー ｼ゙ を流し、副で電話を受けるｻー ﾋ゙ ｽ 3,565(契約)

トリオホン 通話中にフッキング操作により、通話を保留したまま第三者を呼び出し、三者間通話を可能とするサービス 1,761(契約)

なりわけ 予め登録した電話番号からの着信の場合、通常と異なる短い着信音で呼び出すサービス 256(契約)

114(お話し中調べ) 相手方の電話番号がお話し中か受話器外し等かを調べるサービス 400(万接続)

空いたらお知らせ159 相手が通話中の場合、「159」＋「1」のﾀﾞｲﾔﾙ操作により、相手の通話が終了次第、音声通知するサービス 0.4(万接続)

ナンバーお知らせ136 「136」＋「1」のﾀﾞｲﾔﾙ操作により、直近の着信呼の日時・発信者電話番号を音声で知らせるサービス 357(万接続)
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について、ＩＰ網ではその高い品質基準を満たすことが困難との理由から、移行に伴

い終了する考えを公表している 26。 

○ ＮＴＴ東日本・西日本は、ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の代替案として、

光回線及びＩＰ対応の端末又はＩＰ変換アダプタを利用者が調達することが前提の

「ひかり電話データコネクト 27」、「ＩＰ－ＶＰＮ」及び他事業者が提供する「無線」28

を提案するともに、光回線の敷設が困難な利用者やサービス提供終了時期までに端末

更改が困難な利用者に向けた当面の補完策として、「メタルＩＰ電話上のデータ通信」

の提供の検討を表明している。 

【図：ＮＴＴ東日本・西日本が表明しているＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の代替手段】 

 
 

○ ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）は、ＰＯＳ（販売情報管理）システム、銀

行ＡＴＭ、ＥＤＩ（電子商取引）、ラジオ放送、警備など国民の経済活動に直結する

場面に幅広く利用されており 29、今回の検討に先立って行った提案募集 30や事業者ヒ

アリング 31において、多くの利用団体・企業から、当該サービスの終了に対して意見

が寄せられたところである 32。 

                                            
26 ｢ＰＳＴＮのマイグレーションについて～概括的展望～｣（2010 年 11 月２日 ＮＴＴ東日本・西日本） 
27 ＮＴＴ東日本・西日本が提供する「ひかり電話」の契約者同士が、電話をしながら写真やファイル共有などのデータ通

信ができるサービス。同サービスの利用には、「データコネクト」対応機器が必要。 
28 一部ＭＶＮＯは、ＩＳＤＮの代替サービスとして、自社のＭＶＮＯ回線を活用した移行サービスの提供を開始している。 
29 ＮＴＴ東日本・西日本が行った 2014 年６月～2015 年８月の期間の請求データからの推計によれば、約 15 万回線で利

用されている。アクセス回線・中継網の全てをＮＴＴ東日本・西日本が提供する場合や中継網を接続事業者が提供する場

合があるなど様々な形態によって利用者に提供されている。 
30 総務省「固定電話網の円滑な移行の在り方に関する提案募集」（2016 年２月 10 日～３月 10 日） 
31 ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の利用団体・企業からの発表は、第 15 回電話網移行円滑化委員会（2016 年５

月 13 日）にて実施。 
32 第 16 回電話網移行円滑化委員会（2016 年６月 15 日）事務局資料「移行に伴い終了するサービスに係る利用者対応に
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光
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これまでの移行提案
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ひかり電話
(データコネクト)



15 

 

○ このように、ＮＴＴ東日本・西日本が終了を表明しているサービスの中には、現時

点で一定規模の利用者が存在しているものや国民生活に広く利用されているものが

あり、ＩＰ網への移行に伴いサービスが終了される場合、利用者保護の確保をどう図

るかが課題となる。 

○ なお、2011 年 12 月の情通審答申 33においても、ＩＰ網への移行に伴って既存のサ

ービスが終了される場合の対応について一定の整理が行われており 34、総務省は、同

答申に基づいて、ＮＴＴ東日本・西日本に対して、移行後に維持・終了されるサービ

ス分類、個別サービスの終了時期、代替サービスの提供条件等の継続的な検証及び半

年ごとの報告を要請してきている 35。 

○ しかし、同答申から約４年後に実施された上述の提案募集や事業者ヒアリングにお

いても、引き続き、利用団体・企業からは、代替サービスの利用可能性、技術的検証

の必要性、サービス終了時期の早期公表、周知の在り方等に関する意見が示されてい

ることを踏まえると、改めて現状を把握・認識した上で、移行に伴い終了するサービ

ス等に関する利用者利益の保護の在り方について整理することが課題となる。 

 

４．１．２ 具体的方向性（考え方） 

（１）ＩＮＳネット（ディジタル通信モード）の終了に伴う対応 

○ 本委員会の下に設置した利用者保護ＷＧにおいては、これまで、ＩＮＳネット（デ

ィジタル通信モード）の終了に向けた対応を議題として、｢①代替案等の提供条件の

検証｣、｢②補完策等の検証環境の提供｣、｢③サービス終了時期・移行スケジュール策

定｣、｢④周知・移行の促進に向けた対応｣、｢⑤ＮＴＴの体制整備｣の５つの項目につ

いて、ＮＴＴ及び関係団体・企業の同席のもと、委員からのＮＴＴに対する質問・指

摘や関係団体・企業からの意見聴取 36を通じて検討を行った。 

○ ＮＴＴ東日本・西日本が、｢補完策（メタルＩＰ電話上のデータ通信）｣の提供可否

を｢可能であれば 2016 年度内｣に、また、当該補完策の提供開始時期及びＩＮＳネッ

ト（ディジタル通信モード）の終了時期を｢可能な限り 2017 年度の早い時期｣に、そ

                                                                                                                                                   
ついて」 

33 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（2011 年 12 月 20 日 情報通信審議会） 
34 同答申においては、例えば、「代替サービスが適切な形で提供され、少しでも多くの利用者が積極的に移行することが、

移行全体の円滑化につながると考えられることから、代替サービスの開発・提供や情報開示を通じて利用者の選択を増や

していくことが有効である」等の考え方が示されているところである。 
35 ｢ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方に関して講ずべき措置について（要請）｣（総基事第 10 号（2012

年２月２日）） 
36 本ＷＧに出席した関係団体・企業からのコメントについては、第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）

「利用者保護ＷＧとりまとめ」P.7 参照 
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れぞれ公表するなどの考えを表明していることも踏まえ、ＮＴＴとしては、次の点に

留意して対応を行う必要がある。 

 

① 代替案等の提供条件の検証 

・ 各代替案が有する品質・コスト等の課題に対し、継続的に、利用者からのニー

ズを踏まえた改善策の検討を行い随時改善を図ること。 

・ 現在検討中とされている補完策に係る提供条件を早期に確定・公表すること。

その際、補完策の利用希望者における追加負担が可能な限り 

かからないようにすること。 

 

② 補完策等の検証環境の提供 

・ 検証環境の利用希望状況や利用見込み、検証実施状況を継続的に把握し、現在

の検証環境で対応可能であるか随時確認すること。 

・ 検証実施場所・時間の拡大を含め、必要に応じて検証環境における利便性向上

策を積極的・継続的に検討・実施すること。 

 

③ サービス終了時期・移行スケジュール作成 

・ サービス終了時期の早期公表に加え、各利用業界との調整・連携予定等を含む

より具体的なスケジュールの早期公表を行うこと。 

・ 他事業者や利用団体・企業におけるサービス利用実態の把握を行い、移行に関

してはこれらの者と早期に調整・連携を図りつつ、業界横断的な対応を図ること。 

 

④ 周知・移行促進に向けた対応 

・ 利用者に加え、 関係団体・企業等を含む利用者以外の者への一般的な周知を

実施すること。 

・ 周知の際は、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に便乗した消費者被害を防止するた

めの注意喚起は、国民生活センター等の協力を得つつ、多様な手法を活用して実

施すること。 
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⑤ ＮＴＴの体制整備 

・ 各部門の進捗管理や統一的指針の策定等に係る責任体制の明確化を図ること。 

・ 多様な利用者側の状況（利用者規模等）に合わせて適切な対応を行う窓口体制

の整備と当該体制に係る情報提供を図ること。 

 

⑥ その他各利用業界との調整 

・ 各関係団体・企業からの意見・要望等を踏まえ、利用用途ごとに考えられる課

題等に対して丁寧に対応すること。 

 

○ ＮＴＴによる取組の進捗状況については、今後も電話網移行円滑化委員会・利用者

保護ＷＧにおいて、ＮＴＴからの報告や各利用団体・企業からの意見聴取等を通じて

随時確認するとともに、答申後も定期的に同委員会・ＷＧに対する報告をＮＴＴに求

めていくことが適当である。 

 

（２） 他の事業者によって十分に提供されないような電気通信サービスを終了しよ

うとする場合のルールの在り方 

 

Ⅰ．ルール化の必要性 

○ 電気通信サービスが終了される場合、当該サービスの利用者は、当該事業者から

の連絡等を受けてサービスが終了されることを認知し、当該電気通信事業者又は他

の電気通信事業者による代替サービスの選択肢について十分に比較・検討し、どの

サービスに移行するか決定するなどの対応を行うことが必要となる。 

○ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行等に伴い終了するサービスの利用者における予見

可能性を高める必要があるなどの観点から、サービスが終了される場合における利

用者保護を確保するためのルール化を検討することが適当である。 

○ なお、そうしたルール化が図られることにより、サービスを提供する事業者にと

っても、サービス終了に当たって対応すべき事項が明確になることで、かえって終

了に伴い適切な対応をとることが可能となるといった効果も期待されるところで

ある。 

○ ルール化の検討にあたっては、利用者保護ＷＧでの検討を通じて特に明確となっ

た次の①～③の点を踏まえる必要がある。 
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① 代替サービスの確保 

・ 利用者がＰＳＴＮで提供されるサービスからＩＰ網で提供される代替サービス

に移行しようとする場合は、ＰＳＴＮ同士もしくはＩＰ網同士の間で移行しよう

とする場合に比べ、ネットワーク構成や使用回線等の違いから生じるサービスの

提供条件（品質・料金等）の差に関してより複雑な比較・検討を行うことが必要

となる等の事情がある。 

・ このため、利用者が品質・コスト等の面で実質的に支障なく利用可能な代替サ

ービスの提案・提供を早期に受けられるとともに、代替サービスと既存サービス

との提供条件の違い等に関する分かりやすい情報提供を早期に受けられるよう

にする必要がある。 

・ また、代替サービスが一度提案された後においても、その提供条件について継

続的に見直し・検討し、随時改善が図られる必要がある。 

 

② 一般的周知の実施及び消費者被害発生の防止 

・ サービスの終了にあたり電気通信事業者が行う周知については、サービス名な

どを意識せずに当該サービスを利用している者や長期間利用していない等の理

由により契約の事実を認識していない者が存在しうること、サービスの終了に便

乗した悪質販売勧誘等による消費者被害は当該サービスの利用者に限らず、当該

サービスと全く関係のない者にも発生するおそれがあること等を踏まえ、利用者

に加え、関係団体・企業等を含む利用者以外の者への一般的な周知が行われるこ

とが必要である。 

・ また、当該周知の際には、例えば国民生活センター等との協力を通じた注意喚

起など、消費者被害の発生を防ぐための対応策があわせて行われるようにする必

要がある。 

 

③ 他事業者や利用団体・企業との調整 

・ 接続事業者が利用者にサービスを提供するために不可欠な第一種指定電気通信

設備に係る接続機能や、利用団体・企業のサービスと合わせて利用者に提供され

る形態をとるサービスについては、当該接続機能や当該サービスの終了により接

続事業者や利用団体・企業は必ずしも自己都合によらない理由によって自らのサ

ービスの変更・停止等をすることを余儀なくされる等の影響をもたらす可能性が

あるため、サービスを終了しようとする電気通信事業者は、これらの者によるサ

ービス提供に及ぼす影響に適切に対応する必要がある。 
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Ⅱ．ルール化の対象・内容 

○ 現在電気通信事業の全部又は一部の休廃止について一律に事後届出制が適用さ

れる規律 37となっている状況などを踏まえ、例えば、総務省において、当該事業者

による利用者利益の保護に関する取組状況等を予め確認すること等、当該サービス

の全部又は一部の終了に向けた適切な取組の確保に関するルールの導入について、

利用者保護ＷＧにおいて委員や利用者側の関係団体・企業から提案・要望のあった

制度的担保等を含め検討を行うことが適当である 38。 

 

① ルールの対象 

○ 代替サービスの提供状況やサービス提供に用いられる電気通信設備の性質に鑑み、

利用者の利益の保護が必要と考えられるサービス（例えば、指定電気通信役務 39）

に影響が生じる場合について特にルール化を図る必要性が高いと考えられることか

ら、まずはそのような場合を対象として検討することが適当である。 

 

② ルールの内容 

○ ルールの内容としては、まず、以下の事項について検討することが適当である。 

（ア） 代替サービスの確保等 

○ 現在は、代替サービスの提供に係る規律がないことから、サービスを終了しよ

うとする電気通信事業者が以下の取組を実施していることについて事前に総務

省が確認するともに、当該電気通信事業者が継続的にその提供条件の見直しを検

討し、随時改善を図ること 

・ 利用者に対する品質・コスト等の面で実質的に支障なく利用可能な代替サー

ビスの提案・提供 

・ 既存サービスと代替サービスの提供条件の差に関する分かりやすい情報提供 

                                            
37 電気通信事業法第 18 条第１項 
38 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「利用者保護ＷＧとりまとめ別紙資料」P.18･19 参照 
39 「第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務で
あつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の
事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供す
る電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必
要があるものとして総務省令で定めるものをいう。」と定義されている（電気通信事業法第 20 条第１項）。該当するサー
ビスとしては、ＮＴＴ東日本・西日本が提供する加入電話、公衆電話、ＩＳＤＮ、０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話、専用線サービ
ス、フレッツ光、フレッツＩＳＤＮがある。 
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（イ） 一般的周知及び消費者被害防止に向けた対応 

○ 電気通信事業の全部又は一部の休廃止に係る利用者への周知に関する現在の

規律において、周知期間が明記されていない、周知の対象が「利用者」に限られ

ている、周知の際に消費者被害発生を防止するための注意喚起を行うこととされ

ていないことなどを踏まえ、サービスを終了しようとする電気通信事業者が以下

の取組を行うこと 

・ 最低限必要とされる周知期間の確保 

・ 利用者に加え、関係団体・企業等を含む利用者以外の者への一般的周知の実

施 

・ 周知の際に消費者被害防止のための対応策の実施 

 

（ウ） 他事業者への対応 

○ 第一種指定電気通信設備に係る接続機能の終了は、接続事業者が当該接続機能

を利用して提供するサービスの利用者にも重大な影響を及ぼすことになる。その

ため、第一種指定電気通信設備に係る接続機能の終了に伴って接続約款が変更さ

れる場合には、以下の対応が求められること 

・ 当該接続約款の変更に係る認可の要件の一つとして、第一種指定電気通信設

備設置事業者は他事業者に対して十分な周知期間を確保することが明示され

ること 

・ 第一種指定電気通信設備設置事業者においては、終了に係る機能の代替措置

について、具体的な提案を行うなどの対応を接続事業者に対して行うことが望

まれること 
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５．ＮＧＮの接続ルールの整備 

５．１ ＮＧＮの位置づけ 

５．１．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ ＮＴＴ東日本・西日本は、音声通信を提供するＰＳＴＮ、ＩＰを用いたデータ通信、

光ＩＰ電話を実現するネットワーク、音声・データ通信統合網としてのＮＧＮ（次世

代ネットワーク）を順次追加しながら通信ネットワークを発展させてきた。 

○ これに伴い、総務省は、多様なサービスの提供、料金の低廉化の実現に向けて公正

競争環境を整備すべく、ＮＴＴ東日本・西日本のネットワークの推移に応じ、コア網・

アクセス回線の必要な機能のアンバンドルなど、適時適切に競争ルールを策定してき

た 40。 

○ 現行制度上、ＮＧＮは、ボトルネック性を有するアクセス回線（光回線）と一体と

して設置される設備であり、当該設備との接続が、他の電気通信事業者の事業展開上

不可欠であって、また、利用者利便の確保の観点からも不可欠であることから、「加

入者回線及びこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接

続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができ

ない電気通信設備」として、総務大臣により第一種指定電気通信設備に指定されてい

る 41。 

○ ＮＧＮについては、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展する中で、我が国における

基幹的な通信網としての性格を強めることになると考えられることから、競争事業者

がＮＧＮを利用して創意工夫を活かした多様なサービスを遅滞なく提供可能な環境

を整備することは、公正競争の確保や利用者利便の向上を図る観点から重要である 42。 

 

  

                                            
40 例として、メタル回線（ドライカッパ・ラインシェアリング）のアンバンドル（2000 年～）、番号ポータビリティ開始

のための接続約款変更（2001 年～）、マイライン機能（優先接続機能）のアンバンドル（2001 年～）、メタル回線（ドラ

イカッパ）の音声電話向けアンバンドル（2004 年～）、ＮＧＮの構築を契機としたＳＩＰサーバ等の一種指定化がある。 
41 ＮＧＮは、2016 年３月末時点でシェア 70％程度のＦＴＴＨサービスやシェア 56％程度の光ＩＰ電話に利用されている

ネットワークである。 
42 「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について」答申（2008 年３月 27 日 情報通信審議会）参照 
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【図：ＩＰ網への移行に伴う設備構成のイメージ】 

 
 

５．１．２ 具体的方向性（考え方） 

○ 現在、ＮＴＴ東日本・西日本のＰＳＴＮ、ＮＧＮ及びアクセス回線（メタル回線・

光回線）は第一種指定電気通信設備に指定され、当該設備との接続に関する接続料及

び接続条件の公平性・透明性や、接続の迅速性を確保するための規律の適用を受けて

おり、引き続き、当該設備に対する適切な規律の適用を通じて、公正な競争環境と利

用者利益の確保を図っていく必要がある。 

○ 以下の点などを踏まえると、今後、ＮＧＮの重要性・基幹的役割が一層強まると考

えられるため、こうした状況に即した競争環境の確保を図っていく必要がある。 

・ ＩＰ網への移行後に向けて、ＮＴＴ東日本・西日本の光回線に加えてメタル回線

についてもＮＧＮに収容されることから、ＮＧＮはボトルネック性を有するメタル

回線及び光回線と一体として設置される設備としての性格を強め、ＮＧＮへの他事

業者の依存性は強まること 

・ また、他事業者は、ＮＴＴ東日本・西日本の光回線の卸売サービス（光コラボレ

ーションモデル）等を利用した事業展開を進めており 43、ＮＴＴ東日本・西日本の

光回線の契約数に占めるサービス卸の契約数の比率は 2016 年９月末時点で 35%程

度まで増加していること 

                                            
43 2016 年９月末におけるＦＴＴＨの契約数 2,867 万件のうち、卸電気通信役務を利用して提供される契約数は 902 万件

（31.4％、前期比＋3.4 ポイント）となっている。このうち、ＮＴＴ東日本・西日本の卸電気通信役務（サービス卸）を

利用して提供される契約数は 692 万（76.7％、前期比＋2.4 ポイント）となっている。（「電気通信サービスの契約数及び

シェアに関する四半期データの公表（2016 年度第２四半期（９月末）」（2016 年 12 月 16 日総務省公表） 
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５．２ ＮＧＮの競争環境整備 

５．２．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮについては、2008 年のサービス開始当初より、Ｐ

ＳＴＮからＩＰ網への移行が進展する中で、我が国における基幹的な通信網としての

性格が強まると予想されていたところであり、競争事業者がＮＧＮを利用して創意工

夫を活かした多様なサービスを遅滞なく提供可能な環境を整備することは、公正競争

の確保や利用者利便の向上を図る観点から重要な課題とされてきた 44。 

○ ＮＧＮについては、第一種指定電気通信設備として、「中継局接続機能 45」や「Ｉ

ＧＳ接続機能 46」等が接続約款のメニューに設定されている。 

○ しかしながら、これら機能のうち、競争事業者が利用している機能はＰＳＴＮを介

して利用する「ＩＧＳ接続機能」のみであり、「中継局接続機能」についてはＮＴＴ

東日本・西日本のＮＧＮ同士の接続にのみ利用されている状況となっている。 

 

（１）ＮＧＮの接続約款メニューの見直し 

○ ０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話の疎通のためのＮＧＮと他事業者網との接続は、現在は、「Ｉ

ＧＳ接続機能」を利用することにより行われているが、同機能は、ＰＳＴＮの中継交

換機に実装されたＩＧＳ装置を経由してＮＧＮへの接続を確保しており、今後中継交

換機等の維持限界を迎えることに伴い、当該機能については将来的に利用できなくな

るとされている。 

○ ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮとのＩＰ網同士の接続については、例えば、料金面

では、現行のＩＧＳ接続機能は「従量制接続料（2.22 円/３分）」を採用している一

方、中継局接続機能が「定額制接続料（431.3 万円/月：10Gbps メニューのポート単

位が前提）」を採用し、小トラヒックの事業者の利用ニーズに対応していない（2016

年３月末時点）等、ＮＧＮとの直接接続をするためのメニューが十分に整備されてい

ない。 

 

                                            
44 「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について」答申（2008 年３月 27 日 情報通信審議会） 
45 接続事業者がＮＧＮのゲートウェイルータを介して自網をＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮと接続し、ＮＧＮを利用する

ための機能。 
46 接続事業者（電話サービス提供事業者）がＮＴＴ東日本・西日本のＰＳＴＮの関門交換機（ＩＧＳ）を介して自網をＮ

ＧＮと接続し、ＮＴＴ東日本・西日本の利用者との発着信を行うためにＮＧＮを利用する機能。 



24 

 

（２）接続協議の円滑化及びＮＧＮに関する情報開示の充実等 

○ 従前から接続事業者から要望のあったＮＧＮによる「品質保証型の０ＡＢ～Ｊ Ｉ

Ｐ電話サービス」の提供については、2016 年 12 月に「優先パケット識別機能」及び

「優先パケットルーティング伝送機能」のアンバンドルのための省令改正が行われ

た 47。 

○ これに関しては、関連のアンバンドルについて、ＮＴＴ東日本・西日本と要望事業

者による協議に長い期間を要した（要望事業者によれば７年、ＮＴＴ東日本・西日本

によれば５年）経緯がある。 

○ この点について、ＮＴＴ東日本・西日本からは、要望内容の具体化・明確化を図る

ためのやりとり等に時間を要したことや費用負担の要否で意見が合わず交渉が中断

したこと等により協議が長期化したことが指摘されている。他方、要望事業者からは、

実際の協議においてＮＴＴ東日本・西日本から要望事業者に対し、アンバンドル形態

の具体的な要望内容についての詳細な説明が求められたとし、その前提となる要望事

業者側への情報開示に関する課題が指摘されている。 

○ このような状況においてＮＧＮのオープン化を進めるためには、ＮＴＴ東日本・西

日本の利用部門と接続事業者の同等性に留意しつつ接続約款のメニューの見直しを

推進する必要があり、また、要望事業者の検討に便宜となる情報が開示されるように

する必要があるといった課題がある。 

 

（３）ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度に関する検討 

○ 加入者交換機能や中継交換機能等のＰＳＴＮに係る接続料算定には、2000 年度か

らＬＲＩＣ（長期増分費用）方式 48が適用されており、ＬＲＩＣ方式は、第一種指定

電気通信設備を設置する事業者の非効率性の排除を図り、接続料の低廉化、接続料算

定の透明性や公正性の確保に寄与してきた。 

○ これまで、累次の審議会・研究会等において、ＬＲＩＣ方式の接続料原価の算定に

用いるＬＲＩＣモデルの見直しが行われてきたが、ＰＳＴＮで提供される加入電話の

利用者数の減少を背景に、2012 年度以降、ＰＳＴＮに係る接続料は上昇傾向にあり、

今後もこの傾向は継続するものと見込まれる。 

○ さらに、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期間中は、ＰＳＴＮとＮＧＮが併存する状態

となるため、ＩＰ網への移行に伴い、ＮＧＮで提供される電話（メタルＩＰ電話・光

                                            
47 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正（2016 年 12 月 16 日公布・施行） 
48 需要に応じたネットワークを現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を用いて構築した場合の年間コ

スト（接続料原価）を算出し、当該コストに基づいて接続料を算定する方式。 
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ＩＰ電話）の利用者数が増加する一方、ＰＳＴＮで提供される加入電話の利用者数が

急激に減少して、ＰＳＴＮに係る接続料が上昇することも見込まれる。 

○ また、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後は、メタルＩＰ電話と光ＩＰ電話がＮＧＮで

提供されることになるが、メタルＩＰ電話については今後も利用者数が減少していく

ことも見込まれる。 

○ このように、利用者数の減少に応じて接続料が上昇し、ひいては通話料が上昇する

おそれもあることから、適正な競争環境整備を図る観点から、ＰＳＴＮに係る接続料

やメタルＩＰ電話の接続料など、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続

制度の在り方が課題となる。 

 

５．２．２ 具体的方向性（考え方） 

（１）ＮＧＮの接続約款メニューの見直し 

○ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行にあたり、ＮＧＮの基幹的な通信網としての性格が一

層強まることを踏まえると、円滑な移行を進めるために、ＰＯＩのインタフェースは、

音声接続における必要性を考慮して、現在設定されている容量のみならず、より小容

量の、例えば「１Gbps」や「100Mbps」といったメニューが必要となる。 

○ ＰＯＩの設置場所・箇所数については、「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」の考

え方に基づき、多様な通信形態に柔軟に対応する観点から更なるＰＯＩの設置は排除

されないようにすべきであり、ＮＴＴ東日本・西日本は要望があれば接続ルールに基

づきＰＯＩの追加について協議に応じる必要がある。 

 

（２）接続協議の円滑化及びＮＧＮに関する情報開示の充実等 

○ 2016 年 11 月の情報通信行政・郵政行政審議会（情郵審）答申 49においては、ＮＴ

Ｔ東日本・西日本の利用部門が利用しているＮＧＮの網機能のうち接続約款で明記さ

れていない網機能等に関しても、情郵審から総務大臣に対して「総務省において具体

的なアンバンドルの在り方について検証が行われること」が要望されたところであり、

上記検証に向けた対応を行い、また、接続ルールについての検討を行う必要がある 50。 

○ 競争事業者からアンバンドルについての「具体的な要望」がアンバンドルの要件で

                                            
49 「第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正（ＮＧＮにおける優先パケット識別機能及び優先パケットルーティン

グ転送機能のアンバンドル）について」答申（2016 年 11 月 18 日 情報通信行政・郵政行政審議会） 
50 当該要望を受けて、総務省では、「次世代ネットワーク（ＮＧＮ）等の接続ルールに関する意見募集」を実施（2016 年

12 月 28 日～2017 年２月１日） 
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あるとして、競争事業者に要望するアンバンドルの形態の詳細について立証責任を負

わせ、これが十分説明されない限りアンバンドルが必要ないと解されると、アンバン

ドルを不必要に制約することになりかねない。機能のアンバンドルの要否については、

円滑な接続を確保する観点から、接続を請求する事業者の要望を基礎として、第一種

指定電気通信設備設置事業者に十分な情報開示を求めつつ、総合的に判断されるべき

である。 

○ また、その情報開示の在り方については、上述の 2016 年 11 月の情郵審答申別添の

審議会の考え方５において、次のとおり示されており、開示されるべき情報の範囲等

については、これまで事業者間で行われた協議における議論等を踏まえながら、今後

検討が行われる必要がある。 

・ 「ＮＧＮのオープン化を進めるためには、ＮＴＴ東日本・西日本の利用部門と接

続事業者の同等性に留意しつつ、要望事業者に必要な情報が開示される必要があ

る。」 

・ 「ＮＴＴ東日本・西日本では、電気通信事業法施行規則第 23 条の４第３項の規

定に基づく情報の開示に関する件（平成 13 年総務省告示第 395 号。以下「情報開

示告示」という。）の規定に則り、網機能の提供予定時期の 90 日前までに接続イン

タフェース条件等を開示することになっているＮＴＴ東日本・西日本においては、

円滑な接続に必要な情報については、情報開示告示に規定されていないものであっ

ても、可能な限り開示に努めていくことが望ましい。」 

・ 「また、総務省においては、情報開示告示の規定内容について、接続協議が円滑

に行われるよう適宜見直しを行っていく必要がある。」 

○ ＩＰ－ＩＰ接続への円滑な移行に向けて、今後、ルータ、ＳＩＰサーバ等の設備に

様々な改造等が加えられることが想定されるが、この場合、他の事業者においても仕

様の変更、新たな機能の使用の検討及び接続のために必要な機器の開発を行ったりす

る必要があり、接続約款が定まってからこの作業に着手すると、実際に接続を実現す

るまでに相当の期間を要し、円滑な接続を図る上で適当でない。そのため、ルータ、

ＳＩＰサーバ等の設備についても「網機能提供計画」の届出対象に追加して、ルータ、

ＳＩＰサーバ等の設備の機能の変更又は追加に関する計画が公表される必要がある。 

○ また、第一種指定電気通信設備の機能を廃止する計画についても、「網機能提供計

画」の届出対象であることを明確にするなど、接続事業者への情報開示の一層の充実

を図る必要がある。 

 

（３）ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度に関する検討 

○ ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度に関して、接続料の設定単位（従量制・
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定額制）も含め、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行期間中におけるメタルＩＰ電話の接続

料の算定方法、ＩＰ網への移行後の光ＩＰ電話とメタルＩＰ電話の接続料の算定方法

等のＩＰ－ＩＰ接続の接続料算定の在り方については、本委員会における検討も踏ま

えつつ、今後、総務省において検討することが必要である。 

○ その際、移行期間中におけるＰＳＴＮに係る接続料算定 51の在り方についても、検

討することが必要である。その検討に当たっては、音声通信に係る接続料算定の対象

とすべき設備の範囲等について整理するとともに、接続料算定にＬＲＩＣモデルを適

用する場合には、引き続き、接続料原価における非効率性の排除を図り、接続料算定

の対象とするサービスや機能の範囲についても整理することが必要である。 

 

５．３ 「電話を繋ぐ機能」の在り方 

５．３．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ ＰＳＴＮにおいて多段接続を可能とするＮＴＴ東日本・西日本の交換機が提供して

いる「ハブ機能」については、 

  ・ 複数の接続事業者がＮＴＴ東日本・西日本の交換機を経由して互いの設備同士を

接続させることにより、ＮＴＴ東日本・西日本の交換機が接続事業者間の音声呼の

疎通を媒介する 

  ・ ＮＴＴ東日本・西日本のＰＯＩは各都道府県単位で設置されているため、接続事

業者は最寄りのＰＯＩまで音声呼を伝送すれば、全ての事業者と接続することがで

きる 

   という役割を果たしてきた。しかしながら、ＮＴＴは、中継交換機等が維持限界を迎

えることにより、ＩＰ網への移行後は「ハブ機能」を具備しないことを表明している。 

○ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後においては、全ての事業者がＩＰ網同士の接続（以

下「ＩＰ－ＩＰ接続」という。）へ移行することが予定されている。ＩＰ－ＩＰ接続

においては、ＰＳＴＮのような多段接続を実現する場合、三者間以上のＳＩＰサーバ

連携が必要となるが、三者間以上のＳＩＰサーバ連携は開発コスト・検討期間等の問

題があるため、「二者間のＳＩＰサーバ連携」を前提とした二者間接続を行うことが

事業者間において確認されている 52。 

○ 二者間接続では、二者間での直接接続を行うだけでなく、特定の相互接続点（以下
                                            
51 ＰＳＴＮ（加入者交換機能や中継交換機能等）に係る接続料は、現在はＬＲＩＣ方式により算定されている。 
52 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」P.2 参照。 
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「繋ぐ機能ＰＯＩ」という。）で全事業者が接続し、互いのルータやＳＩＰサーバ等

の通信設備を連携させることにより、各事業者間での通話を疎通させることが事業者

間において確認された。 

○ これまでＰＳＴＮにより提供されてきた「ハブ機能」においては、各都道府県単位

でＰＯＩが設置され、地域内の折り返し通信が可能であったことと比べ、新たな「繋

ぐ機能ＰＯＩビル」内でのＩＰ－ＩＰ接続については、 

  ・ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」の設置場所・箇所数が制限されることから、地域によっては

折り返し通信に係る伝送距離が長くなるため、それに伴い事業者間で何らかの通信

品質やコストの差が生じることは否定できない 

  ・ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」非設置地域でサービスを提供する事業者（主に地域系事業者

を想定）は、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に自らのルータ等を設置する場合、地理的

に離れているため故障時の駆けつけに時間がかかる等、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内

に設置する通信設備（ルータ等）の維持・管理・運用に係る困難度に差が生じる 

 といった課題が示された。 

○ また、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内でＩＰ－ＩＰ接続を実現するためには、「繋ぐ機能

ＰＯＩビル」内において通信設備の設置、コロケーション・スペースや電力設備等の

提供、預かり保守等が必要となる。 

○ こうした課題や事業者間協議の結果も踏まえつつ、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内での

ＩＰ－ＩＰ接続についての考え方を整理することにより、事業者における予見可能性

の確保や協議の円滑化を図り、ＩＰ－ＩＰ接続への円滑な移行を促進する必要がある。 

○ その際、ＩＰ－ＩＰ接続への移行に伴う通信ネットワーク構造の変化に対応して、

通信設備や通信施設についての「信頼性」や「提供条件の適正性・公平性・透明性」

等の確保が重要となる。 
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【図：ＰＳＴＮの「ハブ機能」とＩＰ網の「電話を繋ぐ機能」のイメージ】 

 
 

５．３．２ 具体的方向性（考え方） 

（１）「電話を繋ぐ機能」の役割 

○ ＰＳＴＮの「ハブ機能」に代わり、ＩＰ網への移行後の「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内

でのＩＰ－ＩＰ接続は、二者間のＳＩＰサーバ連携により、「各事業者が『繋ぐ機能

ＰＯＩビル』内等に設置する通信設備（ルータ等）及び各事業者のネットワーク側に

位置し『繋ぐ機能ＰＯＩビル』内等の設備と連携する通信設備（ＳＩＰサーバ）等 53

の総体により、音声呼を制御し、『繋ぐ機能ＰＯＩビル』内に設置された事業者の通

信設備（ルータ等）を介してパケットを伝送し、通話先ネットワークに振り向ける『ル

ーティング伝送』54」（以下「電話を繋ぐ機能」という。）によって実現されることに

なる。 

 

                                            
53 「繋ぐ機能ＰＯＩ」の設置場所の追加や張り出しＰＯＩの設置が行われる場合は、追加された「繋ぐ機能ＰＯＩ」（張

り出しＰＯＩ）に係る通信設備についても考慮する必要がある。 
54 「繋ぐ機能ＰＯＩ」に係る通信設備（ルータやＳＩＰサーバ等）を設置する事業者は、「ルーティング伝送」の一部を

担うことになる。 
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（２）「繋ぐ機能ＰＯＩ」の設置場所・箇所数、接続方式等 

○ 事業者間協議においては、「繋ぐ機能ＰＯＩ」を東京と大阪に設置することが合理

的と確認された 55。 

○ ただし、多様な通信形態に柔軟に対応する観点からは、更なるＰＯＩを設置するこ

とは排除されないようにすべきである。 

○ 地域系事業者が経済合理性や信頼性等の観点から音声呼の疎通が多い全国系事業

者と地域内の折り返し通信を希望する場合は、当該地域系事業者の請求に応じて相手

側事業者は、ＰＯＩの設置場所の追加や張り出しＰＯＩの設置について協議を行う必

要がある。 

○ 接続方式については、ＮＴＴがコスト試算 56の前提とした複数案の検討モデル 57の

中から、「信頼性」確保の観点から課題が比較的少なく 58、コスト試算の合計額が相

対的に低い 59４案（次頁の図の案２、案３－１、案３－４、案４－１）をベースに、

先行的に事業者間で協議することを確認した。 

○ 「信頼性」の確保の観点からは、 

・ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」の設置場所・箇所数については一定の地理的離隔が確保され

た複数箇所であること 60 

・ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路が確実に冗長化される 61とともに冗長化された

伝送路の全般にわたりなるべく広い範囲で互いに地理的離隔が確保されること 62 

・ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」に係る通信施設（「繋ぐ機能ＰＯＩビル」等）及び同施設に

設置する通信設備（ルータ等）については、「信頼性」等が十分に確保されて維持・

管理・運用されること 

を、技術基準等の規律により担保する必要がある。 

 

 
  

                                            
55 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」P.25 参照。 
56 当該コスト試算に用いた検討モデル（「繋ぐ機能ＰＯＩ」の設置場所・箇所数、接続方式等）及び伝送路・ルータ等の

費用等は、あくまで全体コストを試算するための仮定であり、実際の接続方式等とは異なる可能性があることに留意。 
57 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」P.15、P.16 参照。 
58 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」P.21～P.23 参照。 
59 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」P.17～P.19 参照。 
60 自治体が定める防災計画やハザードマップが考慮されていることも重要。 
61 「繋ぐ機能ＰＯＩ」が複数箇所に設置される場合は、必ずしも、各「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路がそれぞれ冗長化

されている必要はない。 
62 自治体が定める防災計画やハザードマップが考慮されていることも重要。 
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【図：事業者間で先行的に協議を進めてきた「電話を繋ぐ機能」の検討モデル】 

 

（３）「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路（コスト負担） 

○ ＰＳＴＮの「ハブ機能」においては、ＰＯＩまでの伝送路は自らの責任で設置・管

理を行ってきた各事業者固有の設備であることに鑑み、「信頼性」が確保されること

等を前提として、ＩＰ－ＩＰ接続が行われる「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路をどの

ように構築・調達するかは、各事業者の選択によることになる。 

○ 「繋ぐ機能ＰＯＩ」までの伝送路のコスト負担に関する二者間協議にあたり、各事

業者においては「事業者間意識合わせの場」での確認 63を踏まえ、電気通信事業法第

32 条の趣旨等に鑑み、協議における予見可能性を高め、協議の円滑化を図る観点か

ら、総務省が策定した「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」64等に沿った

適切な対応をとることが求められる。 

○ 総務省においても、新たな「電話を繋ぐ機能」に係る事業者間協議を十分注視する

ことが必要である。 

 

（４）「繋ぐ機能ＰＯＩビル」に係る通信施設・通信設備 

① 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内のコロケーション・スペース、ルータ等の提供主体（接

続ルールの考え方） 

○ ＰＳＴＮにおいて第一種指定電気通信設備設置事業者が「ハブ機能」を担っている

のは、不可欠設備を設置する当該事業者との接続を他事業者が請求して接続が実現し
                                            
63 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」P.27～P.31 参照。 
64 2012 年７月策定 

検討
モデル

案2 個別ルータ方式
案3 共用ルータ方式

案4 個別・共用並存方式

（案2・案3の組合せ）

案3-1（渡り無） 案3-4（張出しＰＯＩ） 案4-1（案２・案3-1の組合せ）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成

繋ぐ機能ＰＯＩビル内に各社が個別にルー
タを設置し、個別ルータ間を繋ぎ合う方式

繋ぐ機能ＰＯＩビル内に「共用ルータ」を設
置して、各社が繋ぎ込む方式

左記に加え、地域にも共用（又は個別）ルータ
がある繋ぐ機能ＰＯＩ（張出しＰＯＩ）ビルを設置す
る方式

繋ぐ機能ＰＯＩビル内で個別ルータを設置す
るか「共用ルータ」を利用するかを選択でき
る方式

Ｂ社Ａ社 Ｃ社

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ Ｒ
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ｂ社ａ社 ｃ社
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ビル
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Ｒ Ｒ ＲＲ
Ｒ
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張出し
POIビル

繋ぐ
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※右図において、
「A社、B社、C社」
は全国系事業者、
「a社、b社、c社」
は地域系事業者
を想定。

特徴



32 

 

てきた結果、当該事業者の交換機を経由して他事業者の電気通信設備同士を接続させ

ることが技術的・経済的に合理的であるとの考えによるものである。 

○ 音声通信のための事業者間のＩＰ－ＩＰ接続に関して、現行ルール等の次の考え方

は引き続き適用されることになる。 

 ・ 第一種指定電気通信設備であるルータ等の電気通信設備との接続については、認

可された手続き・接続料・接続条件が適用されること 

 ・ 上記の接続に際して、他事業者の設置するルータ等のコロケーション（建物内へ

の設置、預かり保守等）の請求について、認可されたコロケーション手続き・コロ

ケーション条件が適用されること 

 ・ ＰＯＩ65ビル内に設置されている他事業者の電気通信設備同士の接続については、

第一種指定電気通信設備設置事業者は、これを拒否する合理的な理由がない限り対

応すること 66 

○ ＮＴＴ東日本・西日本においては、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内において必要となる

通信設備の設置、コロケーション・スペースや電力設備等の提供、預かり保守等につ

いて、他事業者からの要望 67に対して現行の接続ルールに則した対応が求められる。 

  ○ ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮとの接続を要望する事業者は、認可接続約款に基づ  

き、適正性・公平性・透明性等が確保された料金その他の提供条件で、接続やコロケ

ーションを行うことが可能であり、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内でのＩＰ－ＩＰ接続に

おいてもそれは同様である。 

○ なお、「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内で他事業者がＮＴＴ東日本・西日本との接続を行

い、ＮＴＴ東日本・西日本に対して自らの設備に係るコロケーション・スペースの提

供を求める場合において、そのコロケーションが実現しない場合の代替措置のルール

を総務省において設定する必要がある。 

 

② 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内の設備構成（技術基準の考え方） 

○ 「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備については、当該設備を設置する

事業者間での責任分界を明確にした上で、原則として設置主体により技術基準に基づ

く維持・管理・運用が行われる必要がある 68。 

                                            
65 ここでいうＰＯＩは一般的な相互接続点のことをいう。 
66 行政指導（1999 年８月 31 日郵電業第 101 号記６） 
67 第 22 回電話網移行円滑化委員会（2016 年 11 月 18 日）「電話を繋ぐ機能等ＷＧとりまとめ」P.33～P.35 参照。 
68 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者等は、「電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術

基準に適合するように維持しなければならない」と規定されており、また、その技術基準は「他の電気通信事業者の接続

する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること」が「確保されるものとして定められなければならない」
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○ 事業者間で協議された「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内の設備構成は下図のとおりであり、

ＩＰ網への移行後における各事業者の通信設備は、「『Ｌ２スイッチ 69』を介した接続」

と「『Ｌ２スイッチ』を介さない（『パッチパネル 70』を介した）接続」が併存した接

続構成となる考えが示されている。事業者間の議論等も踏まえつつ、「繋ぐ機能ＰＯ

Ｉビル」内で複数の事業者が利用する通信施設や通信設備（Ｌ２スイッチ等）につい

ては、ＮＴＴ東日本・西日本により維持・管理・運用が行われる必要がある。 

【図：事業者間で協議された「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内の設備構成】 

 

                                                                                                                                                   
と規定されている。（電気通信事業法第 41 条） 

69 ネットワークを中継する機器の一つ。パケットに宛先情報として含まれるＭＡＣアドレスで中継先を判断し、中継動作

を行うスイッチのこと。（ＭＡＣアドレスはＯＳＩ参照モデルの第２層(物理層)で扱われるのでレイヤ２スイッチと呼ば

れる。） 
70 通信回線群を収納し接続するためのパネル。専用のスイッチ装置を使わずに簡便に信号の経路を選択可能。 

ケーブルの配線ルート
（管路、とう道）

①

③

②
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（受電装置）
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⑤
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④

⑦消火設備

空調
設備

⑥

セキュリティ設備
（入退室管理）

⑥

⑬

POIビル

⑮

保守用設備
設置

スペース

B1F

1F

2F

ケーブル成端盤 （ラック）

⑫

（POIビルまでの伝送路）

渡り回線

共用
ルータ
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ルータ

ケーブルの配線ルート
（ケーブルラック等）

電力設備

セキュリティ設備
（監視カメラ等）

ケーブルの配線ルート
（ケーブルラック等）

⑪

局内ケーブル
⑭

電力
設備

打合せスペース⑨

事業者ビル

張出しPOIビル

事業者ビル

・・・

・
・
・

外部との連絡手段⑧

2ルート目の引き込み口
（管路、とう道）⑩

※ ①は「共用L2スイッチ」を介した接続、②は「共用L2スイッチ」を介さない（「パッチパネル」を介した）接続
※ 「共用L2スイッチ」の冗長化方式については今後検討
※ 「通信設備」を設置しない構成もある
※ 「つなぐ機能」のPOIビルとは、事業者が当該ビルに伝送路等を引き込むことで、他の全ての事業者と接続することが可能となるビルを

指すものとする。本資料における議論対象は、当該ビルにおける接続構成となる。
※ なお、特定の事業者間での合意に基づく当該ビル外での接続を行う自由は確保されるべき。
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（５）提供主体に求められる役割 

○ ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後においては「電話を繋ぐ機能」が全ての利用者に電

話サービスが提供されるための基盤となることから、 

 ・ 同機能が、事業者の経済合理性の観点のみならず、確保すべき利用者利益を十分

に勘案して、継続的かつ安定的に提供されること 

 ・ 同機能を提供する通信施設（「繋ぐ機能ＰＯＩビル」等）及び同施設に設置する

通信設備（ルータ等）については、適正性・公平性・透明性が確保された料金その

他の提供条件で接続事業者（今後想定される新規参入事業者も含む）に提供される

こと 

 ・ 同機能を提供する通信施設（「繋ぐ機能ＰＯＩビル」等）及び同施設等に設置す

る通信設備（ルータやＳＩＰサーバ等）についての信頼性等が十分に確保されるよ

う、技術基準等に基づく維持・管理・運用がなされること 

 が求められる。 

○ ＮＴＴ東日本・西日本が通信施設及び通信設備を提供する際には、上記の考え方を

踏まえた対応を行うことが求められる。 

 

（６）その他 

○ 「電話を繋ぐ機能」に関し、地域系事業者とＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮとの接

続のために「繋ぐ機能ＰＯＩビル」内に設置される通信設備の責任主体のありよう、

コスト負担や事業者間精算等については、引き続き事業者間協議が進められていると

ころ、事業者間では接続ルールに則した対応がなされる必要がある。 

○ 「電話を繋ぐ機能」を提供する通信設備及び通信施設については、本委員会及び「電

話を繋ぐ機能等ＷＧ」が示した考え方並びに情通審（情報通信技術分科会ＩＰネット

ワーク設備委員会）における技術基準等についての詳細な検討 71を踏まえ、十分な信

頼性等の確保がなされる必要がある。 

○ 「電話を繋ぐ機能等ＷＧ」においては、今後も事業者間協議が円滑に進められるよ

う促しつつ、１次答申のとりまとめに向け、「事業者間意識合わせの場」の事務局で

あるＮＴＴ東日本・西日本からの報告や各事業者からの意見聴取等を通じて事業者間

                                            
71 情報通信審議会情報通信技術分科会 IP ネットワーク設備委員会において、固定電話網のＩＰ網への移行、昨今のネッ

トワーク技術の進展等を踏まえ、「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」（2005 年 10 月 31

日付け情報通信審議会諮問第 2020 号）のうち「固定電話網のＩＰ網への円滑な移行等に向けた電気通信設備に係る技術

的条件」について検討を行っているところ。第 31 回ＩＰネットワーク設備委員会（2016 年 12 月 13 日）から検討を開始

し、2017 年７月頃の答申を予定。 
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協議の進捗状況を随時確認するとともに、追加的に検討すべき事項が生じれば検討を

行っていく必要がある。 

 

５．４ ＮＧＮの県間伝送路の役割 

５．４．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

  ○ ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮの県内通信に係る設備は、現行制度上、アクセス回

線（光回線）と一体として設置される設備であり、当該設備との接続が、他事業者の

事業展開上、また利用者利便の確保の観点からも不可欠なものであることから、県内

通信に係るものについて「第一種指定電気通信設備」に指定している。その一方で、

ＮＧＮの県間伝送路は、第一種指定電気通信設備ではなく、また、第一種指定電気通

信設備に関する制度の適用も受けていない。 

  ○ これまで、電話サービスにおけるＮＧＮの県間通信については、専ら「光ＩＰ電話」

に係るＮＴＴ東日本・西日本の利用者同士での通話の疎通がＮＧＮの県間伝送路を経

由しており、その他の、競争事業者の利用者同士及び競争事業者とＮＴＴ東日本・西

日本の利用者の間での通話 72は、ＰＳＴＮを介してＩＰ網を接続する「ＩＧＳ接続機

能」の接続点 73を介し、同接続点から、中継伝送路を経由して疎通しているため、Ｎ

ＧＮの県間伝送路を経由することはない、といった状況であった。 

  ○ しかしながら、競争事業者がＮＧＮを利用して品質保証型のＩＰ電話サービスを独

自提供することを可能とする「優先パケット識別機能」及び「優先パケットルーティ

ング伝送機能」のアンバンドルにより、競争事業者がＮＧＮの接続機能を利用して提

供する音声役務のトラフィックは、ＮＧＮの県間伝送路を不可避的に経由してＮＴＴ

東日本・西日本の利用者に疎通するようになる。また、これらのアンバンドル機能の

利用により、接続事業者がＮＧＮ上で優先パケットを流して提供するサービスは、今

後、音声サービスだけでなく、データ系サービスや映像系サービスも見込まれ、こう

したサービスの提供に当たってもＮＧＮの県間伝送路を不可避的に経由することに

なる。 

○ さらには、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い、 

・ メタル回線 74とＮＧＮを組み合わせて提供される「メタルＩＰ電話」と光回線 75

                                            
72 ＮＴＴ東日本・西日本の光ＩＰ電話発の場合を除く。 
73 ＩＧＳ接続の接続点は全国で 99 箇所（東日本 36 箇所、西日本 63 箇所）、24 事業者が利用（2016 年３月末） 
74 ＮＴＴ東日本・西日本のメタル回線の回線数シェア約 99.8%（2016 年３月末） 
75 ＮＴＴ東日本・西日本の光ファイバ回線の回線シェア約 78%（2016 年３月末） 
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とＮＧＮを組み合わせて提供される「光ＩＰ電話」がＮＧＮ上で提供されること

になるため、ＮＧＮは、アクセス回線（メタル回線及び光回線）と一体として設

置される設備としての重要性及び基幹的役割が強まること 

   ・ ＮＴＴ東日本・西日本の県間の利用者同士の通話の疎通 76は、今後は「メタルＩ

Ｐ電話」77を含めてＮＧＮの県間伝送路を経由して行われるようになること 

   ・ 他の事業者がＩＰ網同士の接続を前提とした「電話を繋ぐ機能」を介して接続し、

同機能を提供するＰＯＩの設置場所・箇所数が（現在は各都道府県単位でＰＯＩが

設置されているＰＳＴＮと比べて）集約・制限される 78と、今後は競争事業者の利

用者と現在の固定電話サービスにおいて相当規模のシェア 79を占めるＮＴＴ東日

本・西日本の利用者との間での通話の疎通においてＮＧＮの県間伝送路を経由する

ことになり、他事業者の依存性が強まること 

が考えられる。 

【図：ＩＰ網への移行に伴うコア網（中継網・県間通信）のイメージ】 

 
                                            
76 ＮＴＴ東日本・西日本は、地域電気通信業務等に加え、一定の要件を満たせば、総務大臣への事前届出を行うことによ

り、地域電気通信業務等を営むために保有する設備・技術・職員を活用して行う業務（活用業務）を営むことが可能（Ｎ

ＴＴ法第２条）。この「活用業務」の制度を利用して、ＮＴＴ東日本・西日本はこれまで、地域ＩＰ網の県間通信（フレ

ッツサービス広域化：2003 年認可）、ＮＧＮの県間通信（光ＩＰ電話・フレッツサービス等：2008 年認可）、卸電気通信

役務の県間通信（光サービス卸：2014 年届出）等を行っている。（2011 年のＮＴＴ法改正により、活用業務は「認可制」

から「届出制」に緩和された。） 
77 ＮＴＴ東日本・西日本のメタル電話の契約数シェアは約 90%（2016 年３月末） 
78 ＩＰ網間で提供する「中継局接続機能」の接続点は全国で４箇所（東京、群馬、愛知、大阪）（2016 年３月末） 
79 ＮＴＴ東日本・西日本のメタル電話の契約数シェア約 90%、光ＩＰ電話の契約数シェア約 56%（2016 年３月末） 

現在（事業者AとNTT東西(C県)の疎通の場合） 移行後（2025年頃）

事業者BのＩＰ網（全国系）
事業者Cの
IP網（地域系）

（事業者Bユーザ） （事業者Cユーザ）

事業者Aの
IP網（地域系）

（事業者Aユーザ）

現在（NTT東日本（又は西日本）内の県間での疎通の場合）

ＲＲ Ｒ

共用Ｒ
電話を繋ぐ機能（仮）
（※「電話を繋ぐ機能等ＷＧ」における
検討モデル案4-1を一例として図示）

A県 C県

（NTT東西ユーザ） （NTT東西ユーザ） （NTT東西ユーザ）

B県（仮）

N
G 
N

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

※ＮＧＮの県間通信は活用業務

（NTT東西
ユーザ）

（NTT東西
ユーザ）

事業者BのＩＰ網（全国系）
事業者Cの
IP網（地域系）

（事業者Bユーザ） （事業者Cユーザ）

A県 B県 C県

NTT東西のＰＳＴＮ NTT東西のＰＳＴＮ NTT東西のＰＳＴＮ

事業者Aの
IP網（地域系）

（事業者Aユーザ）

中継伝送路 中継伝送路

（NTT東西
ユーザ）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

N
G
N

事業者BのＩＰ網（全国系）
事業者Cの
IP網（地域系）

A県 B県 C県

（NTT東西
ユーザ）

（NTT東西
ユーザ）

（NTT東西
ユーザ）

事業者Aの
IP網（地域系）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

NTT東西の
IP網（ＮＧＮ）

ＮＧＮによる県間通信※ＮＧＮによる県間通信※

（事業者Bユーザ） （事業者Cユーザ）（事業者Aユーザ）

N
G
N

中継ルータ（集約ブロック毎）

中継ルータ
（各県毎）

中継ルータ
（各県毎） 中継ルータ

（各県毎）
ＮＧＮによる
県間通信※

ＮＧＮによる
県間通信※

：ＩＧＳ接続 PSTNを介したIP網間での接続。現行の接続点は
計99（東36・西63）箇所、24事業者が利用(2016年3月)。
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５．４．２ 具体的方向性（考え方） 

○ ＩＰ網への移行等に伴い、ＮＧＮへの他事業者の依存性は強まり、ＮＧＮとの接続

においてＮＧＮの県間伝送路が不可避的に使用されることになる。 

○ こうした状況変化を踏まえると、ＮＧＮの県間伝送路及びそれと一体として利用さ

れる県間中継ルータについて適切な規律を課すことにより、ＮＴＴ東日本・西日本が

活用業務で利用する当該設備と競争事業者が接続するにあたっての料金その他の提

供条件に係る適正性・公平性・透明性を確保し、公正な競争の確保を通じて、利用者

利益の確保を図るべきである。本件規律の検討に際しては、これら設備の不可欠性に

ついて検証していくことが必要である。 
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６．ＩＰ網への移行に伴う電話の競争ルールの見直し 

６．１ 固定電話の「番号ポータビリティ」の扱い 

６．１．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

 ○ 固定電話の「番号ポータビリティ」については、郵政省（当時）の研究会 80において、

「双方向」の実現方式 81について導入コストが 860 億円程度とＮＴＴが試算したことを

踏まえ、双方向性は将来的に実現することを条件にダウンスペックした方式を採用する

ことが提言され、これにより実現された。 

○ これにより、2001 年に導入された固定電話の「番号ポータビリティ」は、 

  ・ 「ＮＴＴ東日本・西日本のメタル電話（加入電話・ＩＳＤＮ電話）の新規契約時に

取得した電話番号」については実現しているが、 

  ・ 「ＮＴＴ東日本・西日本の光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）の新規契約時に取

得した電話番号」及び「競争事業者のメタル電話・光ＩＰ電話の新規契約時に取得し

た電話番号」については実現していない 

  という、いわゆる「片方向番号ポータビリティ」となっている。 

○ 固定電話において「番号ポータビリティ」が実現していない番号数が全番号数に占め

る割合は、ＩＰ化の進展等により近年増加傾向にあり、現在は 14.6%にも及んでいる 82。

この割合は、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進むこと等により、今後も増加していくこ

とが想定される。 

○ 2011 年 12 月の情通審答申においては、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行にあたり、「Ｎ

ＴＴ東西と競争事業者間」及び「競争事業者間相互」の番号ポータビリティ（いわゆる

「双方向番号ポータビリティ」）の実現が求められることが整理されている 83。 

                                            
80 「番号ポータビリティの実現方式に関する研究会」（1997 年～1998 年）及び「番号ポータビリティの費用負担に関する

研究会」（1998 年～1999 年）が開催され、「番号ポータビリティ」の実現方策について検討。 
81 移転元事業者が移転先を示す情報を取得し、移転元事業者内で必要に応じて回線を遡って開放し、移転先事業者への回

線設定を起動する「最適回線再設定方式」。 
82 「番号ポータビリティ」が実現していない０ＡＢ～Ｊ番号数は 924 万番号、０ＡＢ～Ｊ番号の全番号数は 6,335 万番号。

（2016 年３月末） 
83 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（2011 年 12 月 20 日、情報通信審議会）において、「ＰＳ

ＴＮからＩＰ網への移行にあたって、ＮＴＴ東西の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話の契約者数のシェアが 70％弱を占める状況に照

らしても、可能な限り早期に、０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話においてＮＴＴ東西と競争事業者間の番号ポータビリティを実現す

ることが求められる」、「利用者利便の観点からは、ＮＴＴ東西の利用者だけでなく、競争事業者の利用者が他事業者へ番

号ポータビリティを利用して移転可能とすることも求められる。ＰＳＴＮからＩＰ網への移行にあたり、０ＡＢ～Ｊ Ｉ

Ｐ電話市場における競争環境の進展を踏まえつつ、事業者間のＩＰ網の直接接続の実現とともに、競争事業者間相互の番
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○ 事業者においても、2011 年から「事業者間意識合わせの場」が開催されて「双方向

番号ポータビリティ」に関する検討が進められ、2015 年には一般社団法人情報通信技

術委員会（ＴＴＣ）において技術仕様の国内標準化が行われた。現在も、電話網移行円

滑化委員会での検討を踏まえて、事業者間協議が継続的に進められている。 

○ また、ＰＳＴＮにおいては、加入者交換機の番号データベースがある収容局単位でメ

タル電話を管理しているため、「番号ポータビリティ」を利用できる地理的範囲は同一

収容局エリア内に限られているため、ＩＰ網への移行に伴い、「番号ポータビリティ」

を利用可能な地理的範囲を、例えば番号区画まで広げる「ロケーションポータビリテ

ィ 84」の拡大が課題となっている 85。 

【図：固定電話の「番号ポータビリティ」の現状】 

 

６．１．２ 具体的方向性（考え方） 

 ○ 「番号ポータビリティ」は本来的に双方向で行われるものである。 

○ ＩＰ網への移行に伴い、これまでの加入電話による発番が、今後はＩＰ電話のみによ

る発番となり、全ての固定電話利用者がＩＰ電話を利用する状況となることから、利用

者が事業者を変更する際に自由に番号を持ち運べることによる競争基盤と利用者利便

を確保するため、2011 年 12 月の情通審答申で提言されたこと等も踏まえると、固定系

ＩＰ電話の「双方向番号ポータビリティ」を早期に導入することが必要である。 

                                                                                                                                                   
号ポータビリティの実現が求められる」と整理されている。 

84 「ロケーションポータビリティ」とは、引越し等により利用者が移転しても引き続き現在の電話番号を利用できる仕組

み。 
85 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（2011 年 12 月 20 日 情報通信審議会）において、「固定

電話の電話番号が有する地理的識別性に配慮しつつ、ＰＳＴＮからＩＰ電話への移行を促進し、利用者利便の向上を図る

ため、可能な限り早期に、ＮＴＴ東西の利用者が番号を持ち運べる地域を、現在の収容局単位の運用から、例えば番号区

画単位まで拡げるなど、ロケーションポータビリティの拡大が求められる」と整理されている。 
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40 

 

○ また、2016 年 12 月の省令改正 86により「ＮＧＮの優先パケット識別機能」及び「優

先パケットルーティング伝送機能」のアンバンドルが実現すると、ＮＴＴ東日本・西日

本のＦＴＴＨサービス（光回線の卸売サービスによる提供を含む。）に加入している利

用者が、光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）の事業者を変更することが可能となる。

その際に、利用者が元の電話番号を持ち運べることを担保することにより、ＮＴＴ東日

本・西日本と競争事業者で提供条件の公平性が図られ、公正な競争環境が確保されるこ

とから、早期に、固定系ＩＰ電話における「双方向番号ポータビリティ」を実現する必

要がある。 

○ 固定系ＩＰ電話への「番号ポータビリティ」の導入については、ＰＳＴＮにおける既

存の「番号ポータビリティ」を利用者が継続的に利用可能となるためにはＩＰ化に対応

した方式で「番号ポータビリティ」の仕組みを整える対応が必要 87となることもあり、

「メタルＩＰ電話」導入時には開始されている必要がある。 

○ 「双方向番号ポータビリティ」の実施に当たっては、固定系ＩＰ電話サービスを提供

するＮＴＴ東日本・西日本以外の事業者においても措置が必要となることから 88、「双

方向番号ポータビリティ」の円滑な導入のため、固定系ＩＰ電話サービスを提供する事

業者を対象として、適切な規律を課すことが必要である。 

○ こうした方向性を踏まえ、固定系ＩＰ電話における「双方向番号ポータビリティ」の

導入のために、事業者間においては、すでに策定されている技術標準に加え、実現に係

る費用、費用負担の在り方（中小事業者の負担の在り方を含む）、運用方法、データベ

ースの扱い、及び適用するルーティング機能等についての詳細検討を早期に行い、本委

員会での検討に合わせて一定のとりまとめを行うべきである。 

○ 上記の考え方に基づき、 

・ 本委員会としては、引き続き事業者間協議が速やかに進められるよう促しつつ、「事

業者間意識合わせの場」の事務局であるＮＴＴ東日本・西日本からの報告や各事業者

からの意見聴取等を通じて、事業者間協議の進捗状況を随時確認しながら検討を進め、

２次答申（最終形に向けた円滑な移行の在り方）のとりまとめに反映する 

・ 総務省においては、「双方向番号ポータビリティ」の導入に係る制度整備や必要な

                                            
86 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正（2016 年 12 月 16 日公布・施行） 
87 ＩＰ網における「番号ポータビリティ」では、ＰＳＴＮとは異なり、新たな方式（「ＥＮＵＭ方式」： インターネット

のＩＰアドレス問い合わせの技術を応用して、番号に対応する接続先の情報を取得するための標準規格）を用いることと

なるため、発信事業者及び番号取得事業者はともにこの方式の仕組みを新たに整える必要がある。 

その上で、「双方向番号ポータビリティ」を実現するためには、番号取得事業者となるＮＴＴ東日本・西日本及び各事

業者が番号ポータビリティデータベース（ＤＢ）及び当該ＤＢとの連携・登録を行うための業務システムをそれぞれ新

たに整える必要がある。 
88 現行制度上、携帯電話の「双方向番号ポータビリティ」の実施については電気通信番号規則に規定されているが、固定

電話の「番号ポータビリティ」の実施については、第一種指定電気通信設備接続料規則及びＮＴＴ東日本・西日本の接

続約款の規定に基づき、ＮＴＴ東日本・西日本による実施のみが担保されている。 
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調整を行う 

  ことが適当である。 

○ こうした方向性を踏まえ、「双方向番号ポータビリティ」の導入を前提として、固定

電話の電話番号が有する地理的識別性に配慮しつつ、利用者利便の向上を図るため、「双

方向番号ポータビリティ」を利用可能な地理的範囲を、番号区画の範囲内とする「ロケ

ーションポータビリティ」の拡大についても検討が必要である。 

 

６．２ マイライン機能・中継選択機能の扱い 

６．２．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

 （１）マイライン機能の扱い 

○ 「マイライン」は、ＮＴＴ東日本・西日本のメタル電話利用者が、ＮＴＴ東日本・西

日本の電話番号を利用することを前提として、事前に登録することにより、事業者識別

番号をダイヤルしなくても、「市内」「市外」「県外」「国際」の区分ごとに中継事業者を

選択できるサービスである 89。 

○ マイライン機能により、電話サービスの利用者が事業者識別番号をダイヤルしなくて

も事前登録により簡便な手順で中継事業者を選択することが可能となり、ＮＴＴ東日

本・西日本と他の中継事業者でダイヤル桁数が同じであるため提供条件の公平性が図ら

れてきており、制度制定当初は、事業者の固定電話市場への新規参入を促進するととも

に、通話料の低廉化を進める役割を果たしてきた。 

○ マイライン登録数は、減少を続けているものの、各通話区分を合計すると約 7,142 万

件 90残っており、競争事業者はマイラインを顧客基盤（タッチポイント）として法人営

業のツールとするなど、様々なサービスを提供している。 

○ ＮＴＴは、これまで本委員会等において、以下の考えを表明している。 

  ・ 移行後のＩＰ網において、「マイライン機能」を具備しない。 

  ・ 代替手段として、既存マイラインユーザとのタッチポイントの観点から、「メタル

ＩＰ電話の通話サービス卸」を提供する 91。 

                                            
89 マイラインは 2001 年に導入され、マイライン提供事業者は現在９社（ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴ東日本、

ＮＴＴ西日本、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、ＮＴＴぷらら、楽天コミュニケーションズ、九州通信ネットワーク、アルテリ

ア・ネットワークス）。 
90 各通話区分で見ると約 1,600 万件～約 1,900 万件。（2016 年３月末） 
91 ＮＴＴは、「メタルＩＰ電話の通話料」及び「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」については、「距離に依存しないＩＰ

 



42 

 

 ○ 「競争基盤の提供」や「事業者選択可能性」の観点からマイライン機能が果たしてき

た役割を今後も維持していくことは重要である。 

○ 他方で、マイラインの通話料は 2005 年以降ほとんど変化が見られず、距離に応じて

設定された通話料は事業者間で大きな差がない。現在のＩＰ電話の料金は全国均一とし

ている事業者が多く、ＩＰ網においては距離に依存しないサービスへと競争環境が変化

していく可能性がある。 

【図：「マイライン」の現状】 

 

 

 （２）中継選択機能（中継電話・国際電話）の扱い 

○ 中継電話は、ＮＴＴ東日本・西日本が提供する固定電話（加入電話）の通話におい

て、加入電話会社とは別の電話会社の電話回線を中継回線として利用するサービスであ

る。 

○ ４桁の事業者識別番号（００ＸＹ）をダイヤルする必要があるが、ユーザによる「事

業者選択可能性」を確保することにより、制度制定当初は、事業者の固定電話市場へ

の新規参入を促進するとともに、通話料の低廉化を進める役割も果たしてきた。 

○ また、加入電話発・携帯電話着の通話料は、携帯電話事業者の設定料金よりも、中

継事業者を選択した場合（事業者識別番号をダイヤルした場合）の中継事業者の設定

                                                                                                                                                   
網の特性を活かし、より使いやすい料金（ひかり電話と同様に全国一律のフラットな料金）」とする考えであること、「メ

タルＩＰ電話の通話サービス卸」の料金水準及び提供条件については、現時点で、事業者毎に異なるものにする考えはな

いが、事業者の要望も聞きながら、サービス仕様の検討を早急に進め、提供に要する費用や需要を踏まえ、なるべく早期

に示したいと考えていることを表明している。 

4,608 4,659 4,703 4,672 4,385 4,082 3,752 3,458 3,181 2,909 2,641 2,392 2,188 2,017 1,882 
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0
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

市内 市外 県外 国際

マイライン登録数の推移 メタル電話（マイラインを含む）の通話料

区域内
（市内）

区域外

隣接～
20km

20km～
30km

30km～
60km

60km～
100km

100km
～

NTT東西/NTTコム
県内 8.5 20 30 40
県間 20 30 40 60 80

NTTコム
プラチナ
ライン

県内 7.5※

県間 14.5※

KDDI

マイライン
県内 8.5 20 30 40
県間 20 30 40 60 80

メタルプラス
（直収電話）

県内 8
県間 15

ソフト
バンク

マイライン
県内 8.5 20 30 40
県間 20 30 40 60 80

おとくライン
（直収電話）

県内 8.5 20 30 40
県間 20 30 40 60 80
一律 7.9 14.9

楽天コム マイライン 一律 20

○ 注記がない限り、平日昼間・３分
○ 発信・着信ともにメタル電話

※ NTTコミュニケーションズの料金は２分当たりの単位設定
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料金の方が低額となっている点からも、中継事業者は一定の役割を果たしている。 

○ ＮＴＴは、これまで本委員会等において、以下の考えを表明している。 

・ 「メタルＩＰ電話」における「００ＸＹ番号を用いたサービス」及び「０ＡＢ０番

号を用いたサービス（着信課金・大量呼受付・全国統一番号等）」については、その

実現に必要となる費用を要望事業者が全額負担することを前提に、指定されたサービ

ス提供事業者網へのルーティング機能を新たに具備する 

・ 「光ＩＰ電話（ひかり電話）」については、「(一部の番号を除く)０ＡＢ０番号」へ

の発信は現在も可能であり、ＩＰ網への移行後も、現在と同様に発信を可能とする 

・ 「光ＩＰ電話（ひかり電話）」における「００ＸＹ番号によるルーティング機能を

用いた中継選択機能」については、現在も具備しておらず、ＩＰ網への移行後も実施

する考えはない 

○ 「光ＩＰ電話（ひかり電話）」における「００ＸＹ番号によるルーティング機能を用

いた中継選択機能」については、国際電話も含めた「事業者選択可能性」の確保につい

て、留意が必要との指摘がある。 

【図：００ＸＹ／０ＡＢ０番号を用いた電話サービスの概要】 

 

 

６．２．２ 具体的方向性（考え方） 

 （１）マイライン機能の扱い 

○ ＩＰ網において、マイライン機能が果たしてきた「競争基盤の提供」や「事業者選択

可能性」を確保するには、その手段として、「利用者が事業者を変更した場合に桁数を

種別
ダイヤル
方法

サービス内容 番号の指定状況
（２０１６年11月現在）

指定事業者
（事業者ごとの指定番号数）

○00XY付加サービス
①国内中継サービス
②国際電話サービス

00XY
＋任意番号

以下③～⑥等のサービスを、「00XY
＋任意番号」を用いて提供する
サービス

指定事業者数：12
指定番号数：37
※00XY番号全体の指定数

ＮＴＴ東日本（1）、ＮＴＴ西日本（1）、ＮＴＴコミュニケーショ
ンズ（3）、ＫＤＤＩ（10）、ソフトバンク（10）、楽天コミュニケー
ションズ（4）、九州通信ネットワーク（1）、アルテリア・ネット
ワークス（1） 等

③着信課金
サービス

0120＋6桁
0800＋7桁

通常は発信側が負担する通信料
金を、着信側の負担とするサービ
ス

指定事業者数：7
指定番号数：1,29５
（0120番号：992 0800番号：303）

ＮＴＴ東日本（15）、ＮＴＴ西日本（15）、ＮＴＴコミュニケー
ションズ（1149）、ＫＤＤＩ（28）、ソフトバンク（37）、楽天コ
ミュニケーションズ（49）、九州通信ネットワーク（2）

④情報料代理徴収
サービス

0990＋6桁
情報番組等を提供し、代理で情報
料等を徴収するサービス

指定事業者数：2
指定番号数：4

ＮＴＴ東日本（3）、ＮＴＴ西日本（1）

⑤大量呼受付
サービス

0180＋6桁

スポーツ結果速報や各種プロ
モーション等の様々な情報提供や、
電話投票の集計処理を行うサー
ビス

指定事業者数：1
指定番号数：9

ＮＴＴコミュニケーションズ（9）

⑥全国統一番号
サービス

0570＋6桁
複数の着信先に対して、全国的に
統一された電話番号を提供する
サービス

指定事業者数：3
指定番号数：118

ＮＴＴコミュニケーションズ（104）、ＫＤＤＩ（5）、ソフトバン
ク（9）
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変更せずに（４桁の事業者識別番号をダイヤルせずに）元の電話番号を利用可能とする

ことの担保」が必要と考えられる。 

○ この考え方に基づけば、光ＩＰ電話市場においては、「番号ポータビリティ」と「Ｎ

ＧＮの優先パケット識別機能及び優先パケットルーティング伝送機能のアンバンドル」

による競争環境整備が確実に担保されるのであれば、競争事業者が電話番号の桁数を変

更することなく、ＮＧＮ上の利用者向けに品質保証型の０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話サービス

を提供することが可能となり、ＮＧＮにおいて中継電話に相当するサービスの競争環境

が確保される可能性がある。 

○ そのような中で、事業者においては、現在も一定規模の登録数を有するマイラインの

顧客基盤（タッチポイント）を確保する等の観点から、マイライン代替機能として以下

①～③のような提案がなされているところ。 

  ① 「メタルＩＰ電話の通話サービス卸」（ＮＴＴ） 

  ② 現在の加入者交換機（マイライン機能に係る部分に限る）を、移行後（２０２５年

頃以降）も一定期間、継続的に利用することにより、現在のマイラインサービスを簡

便な形での継続提供（ＫＤＤＩ）  

  ③ 光ＩＰ電話（ＮＧＮ）にマイライン機能を実装（ＫＤＤＩ、ソフトバンク） 

○ マイライン又は代替機能の利用については、ニーズやコスト等を踏まえて検討・判断

されるものであることから、まずはＮＴＴが上記それぞれの場合のコストを早期に明ら

かにした上で、具体的な提案である①と②について先行的に、事業者間協議を速やかに

進める必要がある。 

○ 本委員会としては、今後事業者間協議が速やかに進められるよう促しつつ、１次答申

とりまとめに向け、事業者間協議の進捗状況を随時確認しながら検討を進める必要があ

る。 

○ マイライン機能については、ＮＴＴ東日本・西日本の認可接続約款に基づき、適正性・

公平性・透明性が確保された料金その他の提供条件で接続事業者に利用されている。そ

のため、マイライン代替機能がＮＴＴ東日本・西日本により提供される場合には、その

料金その他の提供条件について適正性・公平性・透明性が確保されるよう適切な規律を

課す必要がないか検討する必要がある。 

○ また、こうした検討を行うための前提として、ＮＴＴにおいては「メタルＩＰ電話」

の具体的な提供条件や設備構成等を早期に明らかにすることが必要である。 
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（２）中継選択機能（中継電話・国際電話）の扱い 

○ 光ＩＰ電話における「００ＸＹ番号によるルーティング機能を用いた中継選択機能」

のうち、特に国際電話については、対地毎に利用者料金も多様であるが、 

・ メタル電話と光ＩＰ電話の国際通話料金を比較した場合に後者が相当程度低廉な料

金であること 92 

・ 光ＩＰ電話においてはＮＴＴ東日本・西日本以外の事業者も国内通話・国際通話・

付加機能も含めてトータルでサービスを提供しており、利用者は各社のトータルサー

ビスを比較して事業者を選択していると考えられること 

から、現時点では、直ちに実装することの必要性が明確になっていない状況である。 

○ このため、メタルＩＰ電話への移行の動向や国際電話を巡る利用状況を注視しながら、

その必要性について引き続き事業者間協議を進める必要がある。 

 

６．３ 固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定事業者の在り方 

６．３．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

○ 利用者料金の設定を行う事業者については、基本的に事業者間の協議により決めら

れている。 

○ 例えば、ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話・公衆電話発携帯電話着の利用者料金に

ついては、事業者間の合意により着信側である携帯電話事業者が料金設定を行ってい

るが、当該料金については、「固定電話発携帯電話着の料金設定の在り方について関

係事業者間において必要な見直しを行うことが適当」との提言があった情通審答申 93

が出された 2011 年当時から現在までほとんど変わっておらず 94、依然として、ＮＴ

Ｔ東日本・西日本が中継事業者として設定する料金よりも高額 95となる傾向がある。 

  

                                            
92 例えば、米国本土への通話の場合、メタル電話においては平日昼間３分間料金が国際電話事業者毎にそれぞれ 160 円（Ｎ

ＴＴコミュニケーションズ）、180 円（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）であるのに対し、ＮＴＴ東日本・西日本のひかり電話

においては 27 円。 
93 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（2011 年 12 月 20 日 情報通信審議会） 
94 ＮＴＴドコモが設定する料金に限っては 2012 年９月に引き下げられている（70 円/３分→60 円/３分） 
95 携帯電話事業者が設定する「ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話発・携帯電話着の料金」は、ＮＴＴドコモ着：60 円/３

分、ＫＤＤＩ着：90 円/３分、ソフトバンク着：120 円/３分 

（参考：「ＮＴＴ東日本が設定する光ＩＰ電話発・携帯電話着の料金」及び「ＮＴＴ東日本が中継事業者として設定する料

金」は、ＮＴＴドコモ着：48 円/３分、ＫＤＤＩ着及びソフトバンク着：52.5 円/３分） 
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【図: 利用者料金設定の現状】 

 

 

 

【図:ＮＴＴ東日本の加入電話発・携帯電話着料金比較（３分当たりの通話料金（平日昼間、区域内、税抜））】 

 

 

着信側

NTTドコモ au(KDDI) ソフトバンク

携帯事業者が
設定する料金 ＮＴＴ東日本・西日本 60円 90円 120円

中継事業者が
設定する料金

NTT東日本（0036） 48円 52.5円 52.5円

NTT西日本（0039） 51円 54円 60円

KDDI（0077） 49.5円

NTTコミュニケ－ションズ（0033） 49.5円

ソフトバンク（0088） 54円

楽天コミュニケ－ションズ(0038) 54円

アルテリアネットワークス（0060） 54円

○ ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話発・携帯電話着の一般的な料金
（携帯事業者又は中継事業者が料金設定）

３分当たりの通話料金
（平日昼間、区域内、税抜）

※ 中継事業者に付した4桁の番号は、選択中継サービスを利用する際の事業者識別番号（発信時に、携帯電話
番号の前に当該番号を付すと中継事業者が設定するユーザ料金が適用される。）を表す。

○ その他固定系電話サービス発・携帯電話着の一般的な料金（発信側事業者が料金設定） （参考） 公衆電話発・携帯電話着料金比較（携帯事業者が料金設定）

着信側

NTTドコモ au(KDDI) ソフトバンク

公衆電話 15.5秒 11.5秒※ 9.5秒

(参考)３分間通話した場合の料金 120円 160円 190円

10円で平日昼間に
かけられる通話時間

※ 同一の地域内にかけた場合

着信側

NTTドコモ au(KDDI) ソフトバンク

NTT東日本（ひかり電話） 48円 52.5円

NTT西日本（ひかり電話） 48円 54円

KDDI（auひかり電話サービス など） 48円 46.5円 48円

ソフトバンク(おとくライン など) 75円

３分当たりの通話料金
（平日昼間、区域内、税抜）
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20円
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60円
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60秒 180秒 時間（秒）
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（税抜）

15秒 30秒 90秒 120秒
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100円

110円

120円

ソフトバンク
設定料金
15秒/10円

KDDI
設定料金
20秒/10円

NTT ドコモ
設定料金
26秒/10円

NTT 東日本設定料金
（KDDI・ソフトバンク着）

17.5円/分

NTT 東日本設定料金
（ドコモ着）
16円/分

48円

52.5円

70円

90円

120円

10円

20円
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60円

70円

60秒 180秒 時間（秒）
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（税抜）
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100円

110円
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ソフトバンク
設定料金
15秒/10円

KDDI
設定料金
20秒/10円

NTT ドコモ
設定料金
30秒/10円

NTT 東日本設定料金
（KDDI・ソフトバンク着）

60秒17.5円

NTT 東日本設定料金
（ドコモ着）
60秒16円

48円

52.5円

60円

90円

120円

2011 年当時 現 在 
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○ また、電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、その細目についての協議が

調わない場合には、電気通信事業者は、総務大臣による裁定を申請することができ

る 96。 

○ これまで、総務省では、中継接続・ＩＰ固定電話発携帯電話着の場合の利用者料金

設定の在り方について、電気通信事業者からの総務大臣裁定申請を契機として、2002

年 11 月に電気通信事業紛争処理委員会（当時）から総務大臣に対して勧告 97がなさ

れたことを受け、研究会を開催し、その研究会では、2003 年６月に料金設定の在り

方に関する報告書 98をとりまとめた。 

○ この報告書を踏まえて策定した「固定電話発携帯電話着の料金設定に関する方針」

（2003 年６月発表）においては、総務大臣への裁定申請がなされた場合には、中継

接続については中継事業者が料金設定し、ＩＰ固定電話発携帯電話着（中継接続を含

まない）の通話については発信側であるＩＰ固定電話事業者が料金設定するといった

考え方により裁定を行う方針を示している。 

○ ＮＴＴは、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴い、これまでＰＳＴＮに具備していた

「事業者毎料金設定機能（柔軟課金機能）99」は、ＩＰ網移行後は具備しない考えを

表明し、公衆電話発の通話については、着側の事業者が自ら即時に課金・収納するこ

とができなくなるため発側のＮＴＴ東日本・西日本が料金設定することに見直すべき、

また、メタルＩＰ電話発の通話についても他のＩＰ電話と同様に、発側のＮＴＴ東日

本・西日本が料金設定することに見直すべきとの考え方を表明している。 

 

６．３．２ 具体的方向性（考え方） 

○ ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話発で選択中継サービスを使わない利用者が発信す

る場合の固定電話発・携帯電話着の利用者料金設定を着信側の携帯電話事業者が行っ

ていることについて、本委員会においては、 

・ 携帯電話事業者が設定する固定電話発携帯電話着の利用者料金が中継事業者や発

側事業者が設定する料金よりも依然として高額となっている現状を認識している

利用者は少ないのではないか 

・ 利用者（発信者）は通話先の相手がどの携帯電話事業者のサービスを利用してい

                                            
96 電気通信事業法第 35 条第３項 
97 「接続における適正な料金設定が行いうる仕組みの整備の勧告｣（2002 年 11 月５日 電気通信事業紛争処理委員会） 
98 ｢料金設定の在り方に関する研究会 報告書｣（2003 年６月 17 日 料金設定の在り方に関する研究会） 
99 公衆電話やＮＴＴ東日本・西日本の固定電話から、携帯電話等への通話において、着側の事業者それぞれが設定する独

自の料金レートをＮＴＴ東日本・西日本のＰＳＴＮに送り、ＮＴＴ東日本・西日本が課金計算する機能。 
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るか把握できないため、利用者保護の観点から課題がある 

・ 着信側の携帯電話事業者が利用者料金を下げるインセンティブが全くなく、競争

が働く余地がないため、発信側事業者が料金設定権を持つように議論を進めるべき 

等の指摘がなされている。 

○ 接続を行っている複数の電気通信事業者のうちどの事業者が利用者料金の設定を

行うかは、その事業者のサービス提供戦略に大きく関わるところであり、まずは事

業者間の協議において決定されるべきものと考えられる。しかしながら、これが事

業者間協議で決めることが困難な場合には、総務大臣の裁定の制度を活用すること

も考えられる。 

○ 総務省の過去の裁定方針では、「発信利用者が自己の判断により、どの事業者の提

示する料金を支払うかを選択することができる」ことの重要性が示されているとこ

ろであり、また、このことによる事業者間の競争が促進され、料金の低廉化・多様

化の効果が期待されることも重要である。 

○ 利用者料金を設定する事業者においては、その設定料金を利用者にわかりやすく周

知する努力を行う必要がある。それは、発信利用者においてどの事業者が料金を設

定しているのかを意識しにくい着信側の携帯電話事業者が料金設定をしているケー

スでは特に重要である。この点について、総務省に携帯電話事業者への意識喚起を

行うことを提言する。 
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７．アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１ アクセス回線におけるサービスの競争環境整備 

７．１．１ 現状とＩＰ網への移行等に伴う課題 

（１）光回線への移行促進及び公正競争環境の整備に向けた取組 

○ これまでＮＴＴ東日本・西日本は、メタル回線とＰＳＴＮを組み合わせ、国民・企

業の社会経済活動に不可欠な基盤としてのメタル電話（加入電話、ＩＳＤＮ電話）を

全国あまねく提供してきた。これに対し、競争事業者は、ＮＴＴ東日本・西日本のメ

タル回線と接続し、ＮＴＴ東日本・西日本より安い基本料を設定して直収電話を提供

してきた。これらの取組により、アクセス回線市場における競争が行われ、利用者は

多様なサービスを享受してきた。 

○ 近年、ＮＴＴ東日本・西日本のメタル電話の契約数は減少傾向にある 100のに対し、

ＮＴＴ東日本・西日本や競争事業者が提供する０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話（光ＩＰ電話を

含む）の番号数は増加傾向にある 101。 

○ ＮＴＴは、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行後（2025 年頃以降）においても、 

・ 当面の間、（メタルＩＰ電話を提供することにより）基本的な音声サービスは利

用可能である 

・ （既存のメタルケーブルの継続利用により）基本料は可能な限り現状と同等の水

準を維持する 

との考えを表明しているが、他方で、メタル収容装置の稼働期間やメタル回線の撤去

時期、維持限界後のアクセス回線の提供形態について何ら明らかにしていない。 

○ また、ＮＴＴ東日本・西日本のメタル回線を利用していた一部の直収電話事業者は

サービスを終了し、０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話やアクセス回線に無線を用いた固定電話サ

ービス等への巻き取りを行っている。 

○ 光ＩＰ電話については、光ブロードバンドサービスの加入を前提としたオプション

サービスとして提供（この場合の光ＩＰ電話の基本料は 500 円程度）されており、（一

部の例外を除き）光ＩＰ電話の単独メニューは提供されておらず、電話サービスのみ

の利用ニーズには対応していない。 

                                            
100 約 10 年間で約 3,600 万件の減少（2005 年３月末:5,826 万件→2016 年３月末:2,250 万件）している。他方、毎年度の

契約数の減少数は、2007 年度（443 万件）をピークに縮小傾向にある。 
101 ０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話（光ＩＰ電話を含む）は、約 10 年間で約 3,000 万件の増加（2005 年３月末:19 万件→2016 年３

月末:3,075 万件）している。他方、毎年度の番号数の増加数は、2007 年度（355 万件）をピークに鈍化傾向にある。 
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○ このような現状を踏まえ、ＩＰ網への移行に伴っては、光回線への移行促進が重要

な課題となる。現在も進んでいるメタル電話から光ＩＰ電話への移行を加速させるた

め、光ブロードバンドや光ＩＰ電話に係る公正な競争環境の整備を図るとともに、並

行して、光ブロードバンド等の未整備地域への基盤整備を推進することが今後さらに

重要となる。 

○ また、今後さらなる需要減少により、メタル回線の接続料の上昇が想定される。こ

れは、ＮＴＴ東日本・西日本が提供するメタル電話及びメタルＩＰ電話や他の直収電

話事業者の基本料にも影響を与える。 

○ ドライカッパ接続料については、 

・ 「メタル回線のコストの在り方に関する検討会」の報告書（2013 年５月公表）

を踏まえて、例えば、メタル回線と光回線が共通的に利用する電柱等・土木設備に

係る費用の配賦方法等を見直した結果、これまでメタル回線に配賦された費用の一

部が光回線に配賦されることになった。このような見直しは加入光ファイバの接続

料原価の上昇を招くことになる 

・ 上記見直し等により、2014 年度と 2015 年度に適用されたドライカッパ接続料が

一時的に減少したが、需要の減少局面においては、接続料の低廉化効果は一時的な

ものになる 

・ ＮＴＴ東日本・西日本のメタル回線を利用する直収電話事業者がメタル電話の事

業継続の可否を判断するための情報が限られている 

・ 直収電話事業者や利用ユーザの予見可能性を高めるため、メタル回線の撤去時期、

未利用芯線の扱いに関するＮＴＴ東日本・西日本からの情報提供が必要となる（現

行のＤＳＬ事業者を対象とした「４年前ルール」の在り方等）  

といった課題がある。 

○ メタル回線を用いた専用線サービス（ディジタルアクセス（64Kbps）専用線等）に

ついては、低速の帯域保証型であるため一定のニーズがあり、金融機関のＡＴＭ等で

利用されているが、現在、相対取引による料金で提供されている。他方、近年、同サ

ービスに対する需要の減少により接続料が上昇している。 

 

（２）接続料と利用者料金の関係についての検証（スタックテスト） 

○ 現行制度上、接続料の水準は、当該接続料を設定する事業者と接続事業者との間に

不当な競争を引き起こさないものであることが求められており 102、一般的に利用者

料金はコストに適正利潤を乗せて設定されることにかんがみ、接続料の水準が不当で

ないことを確認するため、接続料の認可時等に、接続料と利用者料金の関係について

                                            
102 第一種指定電気通信設備接続料規則第 14 条第４項 
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の検証（スタックテスト）が実施されている。しかしながら、スタックテストの結果、

要件が満たされなかった場合の具体的な対応については、現状、必ずしも明確ではな

い。 

 

（３）ＦＴＴＨ市場における競争環境整備等 

○ ＦＴＴＨ市場においてＮＴＴ東日本・西日本が事業拡大している光回線の卸売サー

ビス（光コラボレーションモデル）については、多様な業種の企業との連携を通じた

新事業・新サービスの創出や光回線の利用率等の向上が期待される取組と考えられ

る 103。 

○ 他方、2014 年 12 月の情通審答申 104において、第一種指定電気通信設備設置事業者

であるＮＴＴ東日本・西日本が、2013 年度末時点で加入光ファイバ回線設備シェア

約 78％を有することを踏まえた公正競争環境の確保の観点から、卸売サービスに係

る料金その他の提供条件の適正性・公平性・透明性が確保される仕組みの検討が必要

との提言がなされた。この提言を踏まえ、総務省は、電気通信事業法の改正（2015

年５月 22 日公布・2016 年５月 21 日施行）を行い、ＮＴＴ東日本・西日本が提供す

る光回線の卸売サービスについての事後届出制を導入し、届出内容を総務大臣が整

理・公表する制度等を整備した。 

○ この改正を踏まえ、総務省は「電気通信事業分野における市場検証に関する基本方

針」（2016 年７月 15 日公表）を策定し、改正後の電気通信事業法に定める届出内容

の確認等により、公正競争環境及び利用者利便の確保の観点から、料金その他の提供

条件の適正性・公平性等について分析・検証を行うこととしている。 

○ ＮＴＴ東日本・西日本が提供する光回線の卸売サービスの本格化等を踏まえた今後

の市場環境については、同方針に基づく総合的な分析・検証を行い、その結果につい

ての年次レポートの策定等を行っていくこととなる。 

○ また、2015 年９月の情通審答申 105において、「接続料と『サービス卸』の料金水準

やＦＴＴＨ市場における競争の状況に関する検討を定期的に実施し、その結果を情報

通信審議会に報告することが適当」とされている。 

○ このような状況を踏まえると、光回線の卸売サービスについては、固定電話網のＩ

Ｐ網への円滑な移行を進める観点から、ＮＴＴ東日本・西日本が提供する光回線の卸

売サービス料金その他の提供条件の適正性・公平性等の確保やＦＴＴＨ市場における

競争の在り方が課題となる。 

                                            
103 ＮＴＴ東日本・西日本のＦＴＴＨの契約数に占めるサービス卸の契約数の比率は 2016 年９月末時点で 35%程度まで増

加している。 
104 「2020 年代に向けた情報通信政策の在り方」答申（2014 年 12 月 18 日 情報通信審議会） 
105 「加入光ファイバに係る接続制度の在り方について」答申（2015 年９月 14 日 情報通信審議会） 
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（４）無電柱化等に伴うメタルアクセス回線の撤去について 

○ 無電柱化の取り組みは、景観の向上や対災害性の確保等の観点から、政府全体で推

進しており、電気通信分野においても低コスト手法の円滑な導入を図るための制度改

正 106等を実施してきた。また、電気通信事業者においては、これまでも自治体等か

らの要請に応じて、無電柱化（光回線・メタル回線の地中化）を進めている。 

○ 今後、ＰＳＴＮからＩＰ網等への移行が進む中、ＮＴＴからは、都市計画や街づく

りの一環で無電柱化に伴い通信回線を地下に移設するよう自治体等から要請される

場合に関し、「メタルケーブルを再敷設せず光や無線を使って提供する」旨の希望が

示されている。 

○ これについては、 

・ 第 192 回臨時国会において、「無電柱化の推進に関する法律」（議員立法）が成立・

施行したこともあわせ、無電柱化は今後も着実に進められ、自治体等からの地中化

の要請も増加するものと見込まれるが、現時点での整備規模や対象地域は限られて

いること 

・ ユニバーサルサービスの対象である加入電話（メタル電話）の提供を利用者が希

望した場合には、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その適切、公

平かつ安定的な提供に努めなければならないとされていること 

・ ＰＳＴＮからＩＰ網等への移行にあたり今後提供される固定電話（メタルＩＰ電

話、光ＩＰ電話）の品質基準については、本委員会において、現行のメタル電話又

は光ＩＰ電話（０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話）と基本的に同等の水準の技術基準を適用す

ることが適当であると確認されたこと 

に留意する必要がある。 

 

７．１．２ 具体的方向性（考え方） 

（１）光回線への移行促進及び公正競争環境の整備に向けた取組 

○ アクセス回線の円滑な移行に向けた競争環境を整備するためには、加入光ファイバ

に係る接続料の一層の低廉化が重要となる。 

○ 他方で、ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行や事業者の事業判断を促す観点から、

                                            
106 通信線と電力線の隔離距離に関する技術基準（有線電気通信設備令施行規則）の改正（2016 年６月 16 日施行） 
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ＮＴＴ東日本・西日本のメタル回線を利用して直収電話サービスを提供する事業者や

当該サービスの利用者の予見可能性を高めるため、第一種指定電気通信設備接続約款

で規定されている現行のＤＳＬ事業者を対象とした「４年前ルール」を直収電話事業

者にも適用するなど、ＮＴＴ東日本・西日本から接続事業者に対する情報提供につい

ての適切な規律を課すことが必要である。 

○ 競争事業者が光ＩＰ電話や光ブロードバンドサービスを提供するためのＮＴＴ東

日本・西日本の加入光ファイバに係る接続料が、企業努力による更なる効率化・費用

削減、償却方法の定額法への移行、「コスト把握の精緻化」により、低廉化（2019 年

度シェアドアクセス方式の主端末回線接続料が 2,000 円程度）しようとしているのに

対し、今後見込まれるメタル回線の接続料水準（2016 年度で 1,400 円台）は需要の

減少により上昇傾向にある。そういった中、円滑な移行の観点から、メタル電話と同

等の基本料水準での光ＩＰ電話の単独提供の必要性及び可能性について検討が必要

であり、そのためにはＮＴＴ東日本・西日本からコスト構造の開示がなされる必要が

ある。 

○ また、こうした公正競争の下での事業者による基盤整備を基本としつつ、引き続き、

光ブロードバンド等の未整備地域に対して、例えば、総務省の「情報通信基盤整備推

進補助金 107」の活用を通じた公的主体による整備の支援を進めていく必要がある。 

 

（２）接続料と利用者料金との関係についての検証（スタックテスト） 

○ 公正競争の実行性確保の観点から、接続料と利用者料金との関係の検証（スタック

テスト）により要件が満たされなかった場合の具体的な対応を明確にする必要があり、

現在の「接続料と利用者料金との関係の検証（スタックテスト）の運用に関するガイ

ドライン（2012 年 7 月）」の見直しについて検討することを提言する。 

○ 上記検討の中では、スタックテストは、サービス提供の実態に即した形で実施する

ことが求められることに留意される必要がある。加入光ファイバ（シェアドアクセス

方式）については、収容率の違いにより、１利用者当たりの接続料相当額が異なって

くる。そのため、加入光ファイバ（シェアドアクセス方式）の接続料は、予測需要・

費用に基づいて算定する将来原価方式を用いていることから、スタックテストの実施

に当たっては、予測需要に基づく収容率を適切に用いることが求められる。 

○ また、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴って提供されるメタルＩＰ電話については、

距離区分に依存しない全国均一の通話料金で提供されることが見込まれる。そのため、

                                            
107 地域の活性化を図っていく上で重要かつ必要不可欠な超高速ブロードバンド基盤の整備を推進するため、過疎地域・

離島等の「条件不利地域」（過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）を有する地方公共団体が、光

ファイバ等の超高速ブロードバンド基盤の整備を実施する場合、その事業費の一部について交付する。補助率は、１／

３ （財政力指数が０．３未満の市町村は１／２、離島市町村は２／３）。 
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メタルＩＰ電話のスタックテストの検討に当たって、県間部分に係る接続料も踏まえ

た仕組みが考慮される必要がある。 

 

（３）ＦＴＴＨ市場における競争状況の分析・検証 

○ 光サービス卸の料金その他の提供条件の適正性・公平性等の確保やＦＴＴＨ市場に

おける競争状況については、引き続き、上記の方向性で分析・検証・報告等を行い、

課題が生じた場合には、その改善に向けた検討を行う必要がある。 

 

（４）無電柱化等に伴うメタルアクセス回線の撤去について 

○ ＮＴＴが希望を表明した「メタルケーブルを再敷設せず光や無線を使って提供」す

る電気通信サービスについては、ＮＴＴ東日本・西日本に聴取したところ、「無線を

利用する形態としては、様々な方法が考えられるが、現時点で、（設備構成を含め）

具体的な提供方法を決めて計画しているものではない」との回答が示されている。 

○ こうした点を踏まえると、「メタルケーブルを再敷設せず光や無線を使って提供す

る」電気通信サービスの可否については、光ＩＰ電話等への移行が進み、無電柱化が

一定の規模や地域に拡大するとともに、当該サービスの具体的内容や設備構成等が示

された段階で、改めてその妥当性・必要性等について検討することが適当である。 


